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第２決算審査特別委員会（第２日目） 1 

H26.9.18 (木)10：0０～ 2 

第 一 委 員 会 室 3 

開  会 １０：００ 4 

委 員 長 皆さん、おはようございます。 5 

 委員動静報告 6 

委 員 長 ただいまの出席委員数は９名であります。 7 

 これより本日の会議を開きます。 8 

 会議の前に、冒頭昨日の清水委員からの資料要求の中の国民健康保険特別会計 9 

の資料ですが、本日朝皆さんに配付することができません。それで、今整理を 10 

しておりますので、この認定第７号の病院事業会計の終了後にお渡しできるよ 11 

うになっておりますので、お伝えしておきます。 12 

 認定第７号 平成25年度滝川市病院事業会計決算の認定について 13 

委 員 長 それでは、認定第７号 平成25年度滝川市病院事業会計決算の認定について説 14 

明を求めます。 15 

鈴木部長 （認定第７号を説明する。） 16 

委 員 長 説明が終わりました。 17 

 これより質疑に入りますが、昨日も申し上げましたけれども、質疑、答弁とも 18 

に簡潔にお願いをいたします。質疑ございますか。 19 

坂  井 私は、決算書の10ページの材料費、薬品費の部分についてお伺いいたします。 20 

 まず、平成24年度に比べて25年度の決算ではジェネリック医薬品の割合はどの 21 

ように変化したのかということをまず１点お伺いします。 22 

 それと、その際、もし仮に先発品を全て使用した場合と比べた場合の効果額に 23 

関して伺います。 24 

 それと、同じく薬品費で有効性と安全性、患者の服用性などトータルで考えた 25 

場合に、ジェネリック医薬品はどうだったのか見解を伺います。 26 

 続いて、同じ有効成分のジェネリック医薬品が複数ある場合、選定する基準に 27 

ついて伺います。 28 

 院外処方箋に対するジェネリック医薬品の病院の方針はどのように周知を行っ 29 

たのか伺います。 30 

 25年度にジェネリック薬から新薬の発売などの理由により先発品に移行したも 31 

のがあるのかどうか伺います。 32 

 続いて、職員費について伺います。看護師の数ですが、採用が21人、退職が23 33 

人ということで、トータル199人。これは決算書の18ページです。採用が21人で 34 

退職が23人ということは、マイナス２人になっていると見えるのですが、18ペ 35 

ージでは逆に１人ふえていることになっているので、これは何か。単に数字の 36 

間違えなのかをまず１点確認したいのと21人が退職されているということで、 37 

看護師の確保に努めた具体的なものはどういうことを行ったのかについて伺い 38 

ます。 39 

 次に、高等看護学院について伺います。卒業後の市立病院の定着について、ど 40 

のような対策を行ったのか伺います。関連して生徒さんの受験の際、また入学 41 

確認の際に卒業後の進路の確認は行っているのかどうかを伺います。 42 

鈴木部長 ジェネリック医薬品の採用の関係ですが、平成24年度が7.7パーセント、契約数 43 

1,461品に対し113品、25年度が8.31パーセント、契約数1,528品のうち127品の 44 
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後発品、ジェネリック医薬品を採用しています。 45 

 効果額という話でしたが、効果額というのはどのように判断していいのかわか 46 

りませんが、ジェネリック医薬品としてうちが払い出した金額ベースでいけば、 47 

25年度に払い出した医薬品の総額７億2,100万円のうち5,120万円ほどがジェネ 48 

リック医薬品の払い出し額として押さえているところです。 49 

堤 院 長 ジェネリック医薬品の安全性についてですけれども、一応厚生労働省の保証が 50 

されているというか、そういう理解ですけれども、一部例えばＯＤ錠、口腔内 51 

崩壊錠であるとか、あるいは徐放錠といってゆっくり出てくるようなタイプの 52 

もので血中濃度とか、体の中で変化があると考えている医師もいるのです。そ 53 

ういった特に循環器系の薬品とかでちょっとジェネリック医薬品ではいかがな 54 

ものかという医師もいらして、その場合はジェネリック医薬品にしない場合も 55 

あります。それ以外は、比較的使用量が多いものから順次機械的に切りかえて 56 

いるというのが現在の状況で、突然切りかえると混乱がありますので、月ごと 57 

に薬剤部で選定をかけて変更しているところです。選定の基準ですけれども、 58 

安定供給ということがまず第一に大事なことで、メーカーがかわると困るので、 59 

ジェネリック医薬品のメーカーといえども、例えば常に先発品をつくっている、 60 

もともとうちに出入りがあるようなメーカーであるとか、ジェネリック医薬品 61 

の専業の中では、大手のメーカーのものの中で比較的安い、その中で安いもの 62 

を選定している状況で、ただ機械的に一番安いメーカーのものを選ぶというこ 63 

とは、ちょっとまずいのではないかと考えているところです。引き続きジェネ 64 

リック医薬品に関しては、ふやしていくという方向で考えています。 65 

 ジェネリック医薬品から先発品にかえた例があるのかということですけれども、 66 

同一内容のものでジェネリック医薬品から先発品にかえた例は恐らくないと考 67 

えています。記憶にありません。ただ、同じ系統の薬で、メーカーのほうもい 68 

ろいろと多分考えているわけで、例えば血圧の薬だと何々系という薬があるの 69 

ですけれども、その中で新しい薬をメーカーもどんどん出してくるわけです。 70 

そうすると、それは一応ある程度改良されていて、血圧を下げる効果が高いと 71 

か、副作用の比率が減ったとか、そういうものを売りにして新規のものを売り 72 

込んできますので、非常に似たような系統の薬のジェネリック医薬品があると 73 

ころに少し違う薬を新規に採用するという経緯は、まれならずあるのが実情で 74 

す。 75 

また、ジェネリック医薬品を、例えば院外の薬局がどのようなものを採用する 76 

のかということは、病院では指示できないルールになっておりますので、実際 77 

にはこちらでジェネリック医薬品不可という指示を出さない限り、薬局で納入 78 

されているジェネリック医薬品を場合によっては勧める、患者さんの希望によ 79 

ってという形になります。当院で、例えば特定の薬局に誘導するとか、特定の 80 

ジェネリック医薬品の採用を働きかけるということはしていないと考えており 81 

ます。 82 

田湯部次長 看護師の人数ですけれども、採用は21名、退職は23名、決算書の25年３月31日 83 

現在の看護師は198名、26年３月31日は199名ということで、表記自体は正しい 84 

と思っているのですけれども、中の精査が必要なので、ちょっとお時間いただ 85 

ければと思いますので、この分だけ後ほど答弁させていただきます。 86 

鈴木部長 看護師の確保について、どのようなことを行っているのかということですが、 87 

募集については随時募集をしているところですが、新卒の看護師の採用に当た 88 
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って、年度当初に道内の看護学校に看護部長以下看護師が訪問して、地元近辺 89 

の出身者がそういった学校にいないかとか、そういった情報をもらいながら、 90 

できるだけ当院に就職していただけないかというような取り組みを行っている 91 

ところです。また、当院の高等看護学院につきましては推薦枠を持っていまし 92 

て、地元の滝川西高校、滝川高校、また近隣の芦別、深川、砂川にそれぞれ１ 93 

名ずつ、合計11名の推薦枠があります。そういったことで、その推薦の方が地 94 

元ということで当院の就職に結びつけていただきたいというような取り組みを 95 

行っているところです。 96 

 また、定着につきましては、先ほど言った地元の方に入っていただくというこ 97 

とになれば、ある程度長い期間は勤務していただけると考えていますが、取り 98 

組みといたしましては、看護部ではワークライフバランスと言われていますよ 99 

うに、仕事と生活の両立ということで、勤務環境の改善を図るために今取り組 100 

み始めたところです。そういった取り組みを踏まえて、看護師の定着率を上げ 101 

ていきたいと考えていますが、近年の新人看護師の退職、１年目で退職すると 102 

いうことに関しては、平成26年度につきましては今のところ一名もいませんの 103 

で、いろいろな取り組みをこれからもやっていきたいと思っていますが、定着 104 

率を高めるといいますか、そういったことに取り組んでまいりたいと考えてい 105 

ます。 106 

また、高等看護学院の３年生になった時点で、進路について確認をしておりま 107 

す。当院に就職、他院への就職、また進学等を含めて、それらを踏まえて当院 108 

の職員が学院に行って当院の就職説明会といったものを開きながら、できるだ 109 

け当院の就職をふやしたいという取り組みも行っているところです 110 

堤 院 長 補足ですけれども、３年生25名のうち、来年度就職予定されている方は14人で 111 

すから、６割ほどになりますか。それで、入学試験に当たっては先ほど事務部 112 

長から申し上げたとおり推薦枠を持っているわけですけれども、それ以外の入 113 

試に関しては、病院に就職することを前提に入試をやるわけにはいかない。も 114 

ちろんフェアな入試でなくてはいけないので、そういう前提でやっております。 115 

実際には、応募の時点でほかの病院に就職することを前提に奨学金とかをもら 116 

う方は、それは応募できないというルールになっておりますけれども、例えば 117 

入試の時点で当院に就職したい者をとりますとか、面接で当院に入りますかと 118 

いうことをはっきり聞くのは、ルール違反ではないかと考えています。それ以 119 

外の、私の個人的な見解ですけれども、定着率を高めるということでは奨学金 120 

というものも一つの手段かなとは思っておりますけれども、それは非常に経費 121 

もかかることでありますし、今後の課題かなと思っております。 122 

坂  井 まず、院外処方箋に対する病院の方針ということで、院長から医薬品名の具体 123 

的な指示はできないというお話でしたけれども、先ほど院内の部分でＯＤ錠だ 124 

ったりとか、徐放製剤だったりというものに関しては、そういった指示をしな 125 

がら出していくのだよというお話でしたが、実際院外でも徐放製剤などという 126 

のは出す例があると思うのですけれども、そういった場合も医薬品名の指示が 127 

できないまま、処方箋を出すものなのかについて確認をします。 128 

 それと、高等看護学院の入試の際の面接のところで、卒業後に滝川市立病院に 129 

入ってくれるのですかとかという聞き方はできない。確かにそうだと思うので 130 

すが、聞き方としてもし入学した場合に卒業後はどのように考えているのです 131 

かというような聞き方をしても、差し支えがないのかなと思うのですが、そこ 132 
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で、入学希望の方に確認するという程度のことは可能だと思うのですが、その 133 

辺はいかがでしょうか。 134 

堤 院 長 ジェネリック医薬品に関しては、ちょっと説明が不足しておりまして申しわけ 135 

ありません。例えば先発品を処方している場合、処方箋に先発品に限るという 136 

指示を出すことができるのです。そうするとその場合は、ジェネリック医薬品 137 

は出ませんので、必ず先発品が処方されることになります。先ほど機械的に先 138 

発品をジェネリック医薬品にかえていくと申し上げたわけですけれども、例外 139 

的な場合に、コメントをつけて先発品を処方するということがないわけではな 140 

いです。特に当院の採用が先発品の場合は、勝手に院外薬局でジェネリック医 141 

薬品にかえられないようにすることは可能です。 142 

 それから、もう一つ、先ほどの面接の質疑の件ですけれども、全くおっしゃる 143 

とおりで、例えば空知地方に対する愛着がありますかとか、そういった言い方 144 

で伺うことはあります。そのかわり、学生さんのほうも当然愛着はありますと 145 

お答えになると思いますので、どれぐらいの役に立つのかわかりませんけれど 146 

も、地元に対する気持ちとかをお伺いするというようなことはしております。 147 

鈴木部長 今の高等看護学院の面接時の関係ですが、入学式の後、私は学院の事務長もや 148 

っていまして、父母、学生がいる前でお話をさせていただく機会をいただいて 149 

います。入学して、これから看護師を目指して３年間勉強していただくわけで 150 

すが、実習先は当院で実習をしていただくのだと。その後、当院に就職をして 151 

いただいて、３年、４年経験を積んでから自分の地元とか、そういったところ 152 

に進む、そういうことが一番看護師の道として働きやすいというか、そういっ 153 

たことがいいのではないかということで、父母の皆さん、また本人がいる前で 154 

そういった話を入学式にさせていただいていますので、それらを踏まえてうち 155 

に入学していただけるための方策として、今後また新たないろいろな施策の展 156 

開を、院長が先ほど申し上げたことも含めて考えていきたいなと思っています。 157 

倉本係長 先ほど、答弁に少し時間をいただいておりました決算書の18ページの看護師の 158 

数について、採用と退職で２人合わないのではないかというご質疑でございま 159 

したが、平成25年３月31日に退職者が17名おりました。その後、平成25年度３ 160 

月31日以前の中途採用を含めまして21名採用しております。年度中途で４名退 161 

職しております。そこで、プラス・マイナスがゼロという形になりますので、 162 

先ほどの２人合わないということは、あくまで平成25年度の中で採用と退職の 163 

人数が２人合わないのですが、この18ページの表は24年度と25年度の比較にな 164 

りますので、年度末で比較いたしますとそれぞれ看護師、准看護師、助産師の 165 

数は増減ございません。ということでご理解いただければと思います。 166 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 167 

三  上 質疑は３点です。まずは、給食費、給食材料費の関係ですが、こういう言葉が 168 

あるのかどうかはわからないですけれども、地産地消率ということで地元の野 169 

菜だとか米だとか、どの程度の割合で使っているのかということが１点です。 170 

 それと、もう一つは不納欠損額で、居所不明というのはどういう状況でそのよ 171 

うなことになっているのか伺います。 172 

 それと３点目は、先ほどの高等看護学院の関係ですが、これを設立した当初、 173 

やはり滝川市で看護師として働いてほしいということが基本にあったと思うの 174 

です。それをほかに行ってしまってもいいような話はないと思いますけれども、 175 

やはりその辺は強く訴えるべきだと思いますがいかがですか。当市が看護学院 176 
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を抱えている趣旨は、本来そこにあったはずなのです。３点について伺います。 177 

梅津課長補佐 私からは、不納欠損における居所不明ということに対してお答えいたします。 178 

 居所不明に至る経過といたしましては、未収金が発生した段階でその方の住所 179 

等を各市町にお問い合わせをいたします。その後に、外勤徴収などをしまして 180 

現地の調査もしますけれども、そういった経過を経てその方がもうそこにいな 181 

いですとか、あとは追跡調査ができないといったことになってまいりますと、 182 

もうこちらとしましては、ほかの税金、料金とは違いまして各個人の例えば滝 183 

川市内にお住まいの方の住所情報というものは、私どもなかなか入手できない。 184 

または、その家族の情報も入手できないような状況になっております。中には、 185 

全くでたらめな住所を私どもに知らせて受診される方もいますので、そういっ 186 

た方も含めて居所不明ということで、もう追跡調査ができないという状況で不 187 

納欠損をさせていただいています。 188 

田湯部次長 １点目の給食材料費の関係ですけれども、地産地消率というものは出しており 189 

ませんので、ご了解いただきたいのですけれども、お米につきましては滝川産 190 

ななつぼしを指定して入札をしております。100パーセント入院患者さんには滝 191 

川産のななつぼしを食べていただいているという状況です。あと、野菜につき 192 

ましては、滝川でとれる時期についてはその野菜を納品していただくという努 193 

力はしております。 194 

堤 院 長 高等看護学院の件ですけれども、設立の経緯については当然滝川市の市立病院 195 

に勤務していただく看護師を育てるということがもとにあったということは、 196 

間違いないことだと思います。ただ、公立の看護学院を名乗っている以上、し 197 

っかりと入学の条件として当院に勤める方という募集をかけるとかということ 198 

は不可能だと思いますので、それはちょっと難しいと。実際には、申し上げた 199 

ように入学試験のときにそれに近いことをいろいろと聞いていることは事実で 200 

す。また、入学した後も例えば学院長が学生と食事会を開いて就職を勧めると 201 

か、私自身も実習とかで病棟に学生が上がってくると声かけして、当院を勧め 202 

るようなことは行っていますし、いろいろな方法で定着率を高めるという努力 203 

はしております。実際、最近は以前と比べると定着率はちょっと上がってきた 204 

と考えておりまして、その辺は重々理解しておりますので、違反にならない程 205 

度で、強制ととられない範囲でこれからもぜひ進めていきたいと思っておりま 206 

す。 207 

三  上 それではまず、高等看護学院の関係ですが、３年間いらっしゃるわけですから、 208 

その期間内でやはり滝川市立病院の魅力だとか、滝川市の魅力だとか、そうい 209 

った手法で定着を図っていただきたいなと思っております。この件について再 210 

度もう一つ何かあればお聞きしたいと思います。 211 

 それと、居所不明については、受診される段階で恐らく住所とか、そういう何 212 

か証明などをとることができるのではないでしょうか。それで、その後期間を 213 

置いてしまうから、なかなか追跡できないということがあるのではないかなと 214 

思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。 215 

堤 院 長 定着に関しては、具体的なもので言うと例えば病院のクリスマス会、患者さん 216 

向けのそういったものに学生の参加を促して、学生の出し物を出す、あるいは 217 

定期的に学院でバーベキューパーティーをやって、そういうときにも当院への 218 

就職を促すというようなことはしております。これ以上何ができるのか、また 219 

もうちょっと検討することは必要かと思っています。実際には、何といっても 220 
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人数が多くて先輩が多いことが学生にとっても重大な利点だと思っております 221 

ので、学生の先輩方から例えば就職説明会で働きかけをするというようなこと 222 

もしておりますし、それぞれ実習のときに指導担当の看護師からもやはり当院 223 

の魅力を教えると。教育システムはかなり充実していると思っていますので、 224 

学生の就職の理由としては、当院の教育システムが充実しているということを 225 

挙げてくださる方が多いというのが現状です。引き続き、そのようなことは続 226 

けていきたいと考えております。 227 

梅津課長補佐 居所不明の関係ですけれども、住所を受診時にご提示いただくということに関 228 

しては、なかなか難しい問題が生じてくると思われますけれども、今後その場 229 

でお支払いをいただけないという方に関しましては、何かそういった免許証な 230 

どの提示ということを検討してまいりたいと思います。ただ、現在はその場で 231 

お支払いをいただけない方に関しましては、いつまでにお支払いをいただける 232 

ということの確約書を提出いただきまして、大体１週間を目安にしております。 233 

それで、１週間後に入金、連絡等がない場合は督促行為を行っておりますので、 234 

現在はそういった心配は余りないように思われます。 235 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 236 

柴  田 ちょっと１点だけお尋ねしたいのですが、地域包括ケアシステムがこれから展 237 

開されていくということですが、きのうも実は介護保険特別会計で、独居のお 238 

年寄りの数が示されまして、世帯分離も含めた数ですが、65歳以上で4,000世帯 239 

以上という数字が示されたと。相当数の方が市立病院をご利用される、患者さ 240 

んの中にそういったお一人でお住まいのお年寄りが今後ますますふえるという 241 

ことで、平成25年度において例えば入院患者さんが退院された後のフォロー、 242 

そういったことについて市立病院として何らかの対応をなさった経過があるの 243 

か。あるいはまた、そのことについて内部で何かご議論をなされたのかという 244 

ことについてお伺いをしたいと思います。 245 

堤 院 長 独居の方が多いということは把握していまして、非常に大きな問題だと思って 246 

います。ご存じのように、病院自体平均在院日数というものが非常に大きな問 247 

題になっておりまして、それを短縮していかないと大幅に病院の収入が減ると 248 

いう形になっているわけです。ところが、実際には独居の患者さんがいらして、 249 

その患者さんに余りいい状態ではないのに、退院を勧めることはしがたいとい 250 

うこともあって、非常に苦慮しているところであります。もちろん、退院時に 251 

施設、その他に紹介になる患者さんのほか、当院では訪問看護、訪問診療を行 252 

っておりまして、延べの件数になりますけれども、医療保険での訪問看護が昨 253 

年度延べ1,081件、介護保険の訪問看護が延べ1,325件。これは、もちろん独居 254 

の方だけではありませんけれども、行っていると。それ以外は、退院後のフォ 255 

ローとしては引き続き当院に通院していただける方はもちろんきちんと診せて 256 

いただくと。それ以外の受診のない方に関して、こちらから働きかけをして訪 257 

問をしていくということは、今はできておりません。 258 

柴  田 こういった問題がクローズアップされてきたのは、直近ではありませんけれど 259 

も、内在していたことは皆さんも認識していて、それが顕在化されたのは国か 260 

らそういったケアシステムの構築を地域に求められるということが起きてから 261 

だと思うのですけれども、市立病院としてこういった訪問看護もしかり、介護 262 

の支援をしていくこともしかりですが、問題は独居の方が必要に応じて市立病 263 

院にその後も診療に来れるのか、あるいは来れない場合には訪問するのかとい 264 
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うところが難しい面もあるとは思いますけれども、これは病院の経営に非常に 265 

大きな問題になるものですから、そこら辺について院長のお考えで結構ですか 266 

ら、もう一つ踏み込んで必要と考えられていることについて、あるいはまたこ 267 

れは行政も一緒になって進めていかなければいけないわけですから、やはり病 268 

院としてそういったものを求めていくということもあると思うので、そういっ 269 

たことで院長のもう一つ踏み込んだお考えをお伺いしておきたいと思います。 270 

委 員 長 決算とはちょっと微妙に違うと認識しますが、現時点でのお考えあればご答弁 271 

を願います。 272 

堤 院 長 独居の方、通院可能な方は問題ないと。通院可能ではない方の場合ですけれど 273 

も、実際には現時点で市内の訪問診療を行っている開業の医師にお願いしてい 274 

る例が多いのが実情です。あとは、訪問看護ステーションも民間のところがあ 275 

りますので、そういったところにもかなりお願いしています。病院自体として 276 

どうするのかという問題ですけれども、現状もし例えば在宅診療にどんどん力 277 

を入れていくということであれば、当然専属の医師が必要になると思いますの 278 

で、在宅診療を主に担う医師を最低１人、できれば２人ぐらい増員をする必要 279 

があると考えておりまして、そういうことが可能かどうか、一定の待遇をして、 280 

来てくれるのかどうか。多分それを行った場合、まず赤字になると思われます 281 

ので、その辺も含めて考えていかなければいけないと思っております。今の時 282 

点ではまだ決定されたものはないですけれども、やる場合は例えば現状の人員 283 

下でどんどん在宅診療をふやしていくということになると、病院内の診療のレ 284 

ベルが落ちますので、少し厳しいのではないかと考えています。 285 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 286 

副委員長 まず、一般会計からの負担金ですけれども、公立病院の場合は自治体の財政も 287 

影響するし、病院自体の財政も影響するので、金額の設定をするときいろいろ 288 

な基準で決めていると思うのです。市立病院の場合は、病院側で多分積算をす 289 

ると思うのですけれども、病院側でした積算と市側で実際に決める拠出金の調 290 

整といいますか、そういうものはどのようにするのか、金額設定のときの基準 291 

も含めて伺います。 292 

 それと、７対１看護でその計算方法が、非常に煩雑なのはわかっているのです 293 

けれども、最低これぐらいの患者数は必要なのだということを教えていただき 294 

たいと思います。 295 

 それから、平成26年度から会計方式が変わるので、退職金引当金の計上などを 296 

しなければならなくなるのですけれども、25年度の退職金は給料の欄に含まれ 297 

ているのか、ちょっと確認をしたいと思います。 298 

 それと、不納欠損に関係しますが、土曜日に退院する方の治療費、入院費、そ 299 

れから日曜、祝日、夜間のときの治療費などの収納する窓口の状況はどのよう 300 

になっているのかお聞きします。 301 

 それと、高等看護学院の教員ですけれども、院外教員が29名ということで、ど 302 

ういう科目のどういう方を院外の教員として雇っているのか。 303 

 以上５点について伺います。 304 

鈴木部長 一般会計からの負担金ということのご質疑ですが、従来から交付税算入分とい 305 

うルールで繰入金をいただいております。ただ、病院としては公営企業法に定 306 

められております繰り出し基準というものがありますので、そういった基準で 307 

仮に計算しますと、平成25年度につきましては11億6,600万円ほどの額になると 308 
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いうことですが、当院の一般会計でのルールで交付税基準を基準とした繰入額 309 

が７億5,356万5,000円ということで、４億円弱基準よりも少ないという状況に 310 

なっています。ただ、これは滝川市全体の財政状況等も踏まえて、また病院の 311 

運営、経営状況も踏まえた中での協議ということで進めさせていただいている 312 

ということですので、もちろん当院が非常に厳しい状況になれば交付税以外の 313 

繰り入れも当然求めていかなければならないときもあるのだろうと思いますが、 314 

今のところ、そういうルールで一般会計からの繰入金をいただいているところ 315 

です。 316 

倉本係長 私からは、退職手当の件と高等看護学院の院外講師の件について、答弁申し上 317 

げます。 318 

 滝川市で北海道市町村職員退職手当組合に加入しており、退職手当につきまし 319 

ては退職手当組合からの支給になっておりまして、退職手当の負担金というこ 320 

とで退職手当組合のほうに払っておりますので、そちらのほうの計上となって 321 

おります。 322 

 続きまして、高等看護学院の院外講師の件ですが、こちらで把握しております 323 

のは解剖学、病理、母性の関係の講義について院外の先生の講義をいただいて 324 

おります。 325 

梅津課長補佐 私からは７対１看護の最低人数ということですけれども、一応基準が幾つかご 326 

ざいまして、その中で看護師の時間数というものがございます。これが大体１ 327 

日の平均の在院患者さんが205名に対して、大体の数字ですが、看護師が149ぐ 328 

らいというレベルでぎりぎり何とか取得していけるという状況になっておりま 329 

す。 330 

 それと、不納欠損の収納の関係ですけれども、これにつきましては土曜日、日 331 

曜日、あとは夜間の収納は行っておりません。それで、次の病院開院日にそれ 332 

らの患者様に関して、こちらからお電話を差し上げて医療費の額をお伝えし、 333 

大体１週間を目安にお支払いをいただくという形になってございます。 334 

副委員長 繰入金については、病院側と市側で調整して決めるということですけれども、 335 

基本的には病院側で要請する金額のほうが多くて、多分削られるのだろうと思 336 

うのですけれども、そういう理解でよろしいですか。 337 

 それと、土日、祝日の窓口の件ですけれども、民間の病院では考えられないの 338 

です。医療というのはお金をもらって終了だと思うので、そのときに支払う窓 339 

口がないので支払わないで、後で支払いに来ると。これはハードルが高くなる 340 

原因だと思いますが、そういうことに関してはどのように思いますか。土日、 341 

祝日もきちんと支払える体制にするべきではないですか。 342 

鈴木部長 繰入金の関係ですが、交付税算入分22.5パーセントということで、病院側で積 343 

算をしています。それ以外に、改築時に約束をしております改築に係る関係の 344 

27.5パーセント相当分、それは全て一般財源ということになりますが、そうい 345 

ったものも含めて計算をして、ことしの繰入金はこのぐらいだということで財 346 

政課と協議がされております。先ほど副委員長がおっしゃったように、そこで 347 

またさらに調整があるのではないかということに関しては、平成25年度は4,900 348 

万円ほど総体から調整をさせていただけないかということで、院長とも相談を 349 

した中で、そのような繰入金の額としてそういう調整があったということです 350 

が、実質交付税だけで見ますと基準額が７億1,004万2,000円ですので、実質繰 351 

入額は７億5,356万5,000円ということで、交付税分としては確保されていると。 352 
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それ以外に、先ほど言いました改築の関係以外に院内保育所の収支差額分です 353 

とか、高等看護学院の収支差額分ですとか、交付税算入のない分も一般会計か 354 

ら補填をしていただいていますので、それらを含めた全体の中での調整という 355 

ことで、院長も理解をして、平成25年度はそういう繰入金で決着しているとい 356 

うことです。 357 

 土日、祝日の収納の関係については、検討していないわけではなく、決算とは 358 

離れますが、休日、夜間の問題も含めて、土日に来る患者がふえたときの対応 359 

として料金徴収の検討をしています。まず、計算する人が必要で、専門的な方 360 

がいないとだめだということ。それと、お金を収納してきちんと管理する人が 361 

いなければならないと。そういった経費を積算すると年間数百万円かかるとい 362 

うことですので、実際にこれをやってどの程度の未納の発生率が抑えられるの 363 

か、そのお金を逆に別な形で使って徴収するほうがいいのかなど、そういった 364 

ことをことし10月以降検証して、その方向性をきちんと定めていきたいなと考 365 

えているところです。 366 

副委員長 窓口のことで言えば、土曜日に退院する人は金曜日に計算を済ませることがで 367 

きるのではないのかなと思うのですけれども、そうではないのですか。 368 

鈴木部長 入院の場合は、そのようなことは可能だと思いますが、それを徴収するとなる 369 

とその徴収する側の体制とそれなりの設備、金庫とか、そういったものもきち 370 

んとされなければいけないということや、誤って徴収したとかいろいろなケー 371 

スを考えて判断しなければいけないなと思っていますが、おっしゃられたよう 372 

に、土曜日に退院する場合は、事前に土曜日の予定されるものが全てわかれば 373 

入院費の確定はできると考えています。 374 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 375 

清  水 通告しておりますが、まず、通告にないものを先に何点か質疑させていただき 376 

ます。 377 

 まず１点目、平成25年度は診療報酬の改定が新たにあったのかということを確 378 

認します。 379 

 ２点目は、いわゆる何々指定病院とか、よく砂川市立病院が新聞に載ったりす 380 

ることがあるのですけれども、そういう指定病院などというものを平成25年度 381 

に新たにとられたということがあれば、お伺いします。 382 

 ３点目は、院内のいわゆる受動喫煙防止については既に完全禁煙が実施された 383 

ということで、それによる弊害というものがもしあれば、お伺いをしたいと思 384 

います。 385 

 ４点目は、機器について、通常のリースでなく本当に必要なときだけ借りると 386 

いうような、レンタルで対応しているということがあれば、お伺いしたいと思 387 

います。 388 

 ５点目は、コインロッカーの使用に100円かかることについて、新日本婦人の会 389 

滝川支部から何とか無料にならないのかという要望が出ていたのですが、これ 390 

については、たしか構造的に不可能だということだったような気もするのです 391 

が、確認したいと思います。 392 

 ６点目ですが、救急でかかって非常に軽いと診断をされて、数時間後に危篤と 393 

か意識不明とかという事例を２回、ちょうど平成25年度に体験したのです。そ 394 

れで、具体的な話は別として、そういった事例について医師あるいは看護師を 395 

含めた事例検討というようなことはされているのか。救急の患者さんというの 396 
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は、十分な診察、検査ができないわけですから、当然そこで既にハンディがあ 397 

ると思うで、事例検討などは現場でされているのか伺います。 398 

 それと、７点目ですけれども、今副委員長の質疑に対してルールより4,000万円 399 

強が繰り入れられたということを言われましたので、具体的に何の費用として 400 

幾らということで、項目別にルール以外のものについてお伺いをしたいと思い 401 

ます。 402 

 次に、通告してあったものを順次伺います。 403 

 まず、通告の１点目の事業収支についてと２点目の資本的収支については、先 404 

ほど説明がありましたので、削除します。 405 

 それでは、決算書の６ページから７ページ、貸借対照表で、決算審査意見書の 406 

８ページにも書かれておりますが、流動資産から流動負債を差し引いた額が７ 407 

億1,000万円余りと平成24年度から少しの減少にとどまっております。病院事業 408 

計画の累積財源過不足は、平成25年度で２億9,000万円余りと見込んでいたこと 409 

と比較して、計画よりも経営状況の推移は良好と見えますが、その主な要因に 410 

ついて伺います。 411 

 次に、累積財源過不足は平成40年度までの計画を立てており、その最も厳しい 412 

のが27年度の１億円余りまで減少すると見込んでおります。収支計画の最も厳 413 

しい年度が27年度というのは決算を終えても変わらないのか伺います。 414 

 次、医業収入についての１点目、他会計負担金６億円。これは説明をされてお 415 

りましたので、企業債償還金にかかわるものについては、先ほどお尋ねしまし 416 

たようにその項目の中でお伺いしたいと思います。 417 

 次、入院収益とベッド稼働率についてですが、ベッド稼働率は2.5パーセント増 418 

の79.1パーセント、外来も患者数が1.4パーセント増と。これらにより収益は１ 419 

億9,000万円強の増加となりました。これらの増加の要因について伺います。 420 

 ２点目、平均在院日数の推移について、平成21年度以降５年間の推移について 421 

伺います。また、在院日数減少はＤＰＣでどの程度収益増になるのか。 422 

 それと、退院患者さんにとってつらい早期退院になっていないのかということ 423 

でお伺いします。 424 

 ３点目、病病、病診連携による紹介件数と逆紹介件数について伺います。 425 

 次、医業費用について、決算書の11ページですが、人件費35億3,704万円、全体 426 

の53パーセントに当たります。医療技術者確保で病院経営が決まるという中で、 427 

まず１点目、待遇改善にどのように取り組んだのか伺います。 428 

 ２点目、先ほど若干ご説明がございましたが、広範囲に伺いたいと思います。 429 

札幌圏に対抗するためには、給与、労働時間などの待遇面で札幌圏の公立病院 430 

を上回る必要があると考えますが、現在どのような差があるのか、医師、看護 431 

師別で伺います。 432 

 次、７対１看護についてですが、７対１を割った場合、１カ月の診療報酬はど 433 

れぐらい下がるのか。また、看護師確保については、これは前で聞いているか 434 

ら下がるのかだけをお聞きします。 435 

 ３点目、看護助手、調理師など嘱託職員、臨時職員での雇用に頼っている部分 436 

について、ハローワーク等で応募が少なくなっているのではないか。安定した 437 

経営と質の高さを維持するため、嘱託職員、臨時職員の待遇改善を検討したの 438 

か伺います。 439 

 ４点目、電気料約6,929万円ですが、昨年の電気料の値上げの影響額と対策につ 440 
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いて伺います。 441 

 ５点目、重油代約8,279万円は価格が高騰しておりますが、建設時の重油ボイラ 442 

ーの選択はよかったのか伺います。 443 

 次、６点目、委託料の清掃、管理、雑役業務で約１億2,747万円ですが、入札と 444 

随意契約の件数について伺います。 445 

 また、同一契約業務で同一企業が長期間継続しているものがありますが、その 446 

年数と業務名について伺います。 447 

 ７点目、セカンドオピニオンが世間一般では伸びています。件数などはどのよ 448 

うに把握しているのか伺います。 449 

 ８点目、超音波手術器ソノペット、麻酔器システムなど大型機器も購入してお 450 

りますが、ほかにどのような機器購入、更新を検討されたのか伺います。実際 451 

に購入したもの以外ということでお願いします。 452 

 ９点目、院内保育所の稼働状況について伺います。 453 

鈴木部長 通告の１点目、２点目は削除ということで、３点目の累積財源の過不足という 454 

ことに関してのご質疑ですが、新病院を開院して３回目の決算を迎えたわけで 455 

すが、非常に良好な経営とは思っていませんが、３年間で計画時よりも留保財 456 

源がふえているということに関してはよい状況であると分析しています。この 457 

間病院では、毎年病院目標を立てて職員全員での取り組みや接遇研修などに力 458 

を入れるなど、院長がいつも言っていますように市民から選ばれる病院になる 459 

ために努力をしてきたことが、要因の一つであると思っています。収支的には、 460 

収益の増が一番大きな要因と分析しておりますが、その背景には医師の確保、 461 

７対１看護の継続取得が、非常に大きいと分析しているところです。 462 

 次に累積財源不足の関係でございますが、収支計画上平成27年度に１億円余り 463 

まで減少するという計画ですが、その主な理由は起債償還額がピークを迎える 464 

というようなことですが、25年度の決算後の累積財源が７億1,046万6,000円と 465 

計画より約４億円ふえております。平成27年度がピークであることは変わりま 466 

せんが、累積財源は計画時よりも上回るという予想はしていますが、今後の消 467 

費税率のアップですとか電気料の再値上げ、病院としてはＩＴ化の推進、また 468 

医療機器の更新なども予定されていることから、厳しい経営状況は予想される 469 

と考えているところです。今後、院長筆頭に職員全員で健全経営を維持するた 470 

めにさまざまな課題に取り組んでまいりたいと考えています。 471 

堤 院 長 入院患者さん、外来患者さんの増の要因については、前年度と比べて内科医師 472 

及び整形外科医師が１名ずつ増になっておりまして、特に整形外科医師の増が 473 

そのまま患者さんの増につながる。残念ながら、今年度医師が１人減ってしま 474 

ってもとに戻ってしまったので、心配なところですけれども、それが大きいか 475 

なと考えております。 476 

 待遇に関しては、医師の基本的な給料は変えていません。看護師の場合も同様 477 

で、ほぼ決められた金額がありますので、それに対して極端に上乗せをすると 478 

いうことはできない状況です。ただ、細かい微調整を続けておりまして、ご存 479 

じかもしれませんが、昔から医者は何となく丼勘定でいるというような感じで 480 

やっていたわけですけれども、例えば救急等で時間外に手術が入った場合、私 481 

が医師になったころは、やって当たり前のような感じだったのですけれども、 482 

それを１件ごとにきちんと手当を出すように改めましたし、最近もちょうど臨 483 

時の手術に入った場合に、それぞれ手術に入った医師と麻酔科の医師に対して 484 
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は１件当たりの手当は出ると、そのように働いた医師については、それなりの 485 

待遇を改めているところです。 486 

 あと、救急患者の件、これは非常に大事なことだと思いまして、私も考えたと 487 

ころですけれども、それぞれに関して病理解剖であるとか、そういうものはも 488 

ちろんその場でお願いして、可能な場合はやっているわけですけれども、その 489 

後病院全体としての反省会、それは実は行っておりません。必要だと思ってい 490 

ます。その場合にどれぐらいの医師が集まれるのかという問題がありますので、 491 

最低限こういった事例があって、これが反省点であるというようなことを例え 492 

ば医局会であるとか、その後に救急を担当している者に周知する必要はあると。 493 

私のほうにそういう事例があったら報告があって、少なくても何らかの検討を 494 

加えて医局会なりで、そういった方がいらしたので、注意しなくてはいけない 495 

と。やはり反省点というのは必ず出てくるものですから、それは必要だと認識 496 

しておりますので、検討します。 497 

梅津課長補佐 平成25年度診療報酬の改定ということですけれども、こちらはございませんで 498 

した。 499 

 次に、患者数と稼働率増の要因ということで、先ほど院長からも答弁がござい 500 

ましたが、内科医師１名増と整形外科１名増によるもの、こちらにつきまして 501 

は外来合計2,968人の増のうち、内科と整形外科で2,614人の増、割合として88.4 502 

パーセント増になっていると。入院につきましては2,878人の増のうち、内科と 503 

整形外科で2,283人、こちらが79.3パーセントの増ということで、医師のそれぞ 504 

れ１名増の要因がかなり大きいと。そのほかに平均在院日数の絡みで、平成24 505 

年度と比べますと25年度は１日ふえてございます。こういったことも要因の一 506 

つで、さらに先ほど事務部長からも答弁がございました病院目標ですとか研修 507 

など、こういった取り組みによりまして当院が患者様より評価を得ている。こ 508 

ういったことも要因になっているかと思います。 509 

 次に、平均在院日数の推移でございますが、平成21年度が18日、22年度も18日、 510 

23年度17日、24年度も17日、25年度が18日となっております。 511 

 次に、平均在院日数減少によるＤＰＣ上での収益の関係ですけれども、こちら 512 

につきましては、ＤＰＣでは入院期間が短いほど点数が高くなり収益が上がる 513 

ことになっておりますけれども、疾病ごとに点数が違ってまいります。このた 514 

め、どの程度の収益増加ということは積算はできませんので、ご理解をいただ 515 

きたいと思います。ただ、ＤＰＣと出来高の比較においては、年間１億円ほど 516 

ＤＰＣのほうが有利ということになってございます。 517 

 次に、退院患者様への対応でございます。こちらは、患者様には入院当初から 518 

退院に向けたお話や訪問看護などの退院後のケアについてのお話をさせていた 519 

だいております。その中で療養型病院や施設との連携を進めておりまして、ご 520 

理解をいただいてございます。これにつきましては、当院の地域医療室におい 521 

て専任の職員５人が行っております。 522 

 次に、７対１看護でなくなった場合の１カ月分の診療報酬の減ということで、 523 

こちらは月額約1,400万円の減というシミュレーションをしております。 524 

 最後に、セカンドオピニオンでございますけれども、こちらの件数が平成25年 525 

度が13件、平成24年度も13件となってございます。 526 

田湯部次長 私からは、病病、病診連携における紹介件数と逆紹介件数についてご説明をさ 527 

せていただきます。 528 
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 病病、病診連携につきましては、地域医療室が中心となって進めておりますけ 529 

れども、紹介件数につきましては検査等も含めた患者紹介件数ですが、平成25 530 

年度は2,866件でした。平成23年度は2,630件、平成24年度は2,782件と、これは 531 

増加傾向にあると考えております。逆紹介件数は、大学病院への紹介、また紹 532 

介元へお戻しした件数の合計になりますけれども、平成25年度は2,225件でした。 533 

平成23年度は1,771件、平成24年度は2,070件と、こちらも紹介件数と同様に増 534 

加傾向にあるということが言えると思います。 535 

倉本係長 私からは人件費と、看護助手、調理員の募集、院内保育所の稼働状況について 536 

お答えをさせていただきます。 537 

 まず、待遇改善の部分でございますが、看護師の待遇改善につきましては昨年 538 

度の給与面での改善はございませんでしたが、労働条件につきましては、当院 539 

では夜勤３交代制を取り入れておりますが、現場からの要望もございまして、 540 

一部病棟で昨年３月より２交代制の試行実施を行っているほか、日本看護協会 541 

が主催しておりますワークライフバランス事業等に参加をしまして、他院の状 542 

況を把握しながら当院職員の勤務環境改善と看護の質の向上に取り組んでいる 543 

ところでございます。 544 

 続きまして、札幌圏の公立病院との比較という部分につきましては、本年１月 545 

に道内の公立病院の経験年数別の医師、看護師、薬剤師の給料額について調査 546 

をいたしました。19病院の回答をいただいたところですが、１年目の給料です 547 

けれども、医師が道内で２位、看護師が２位、薬剤師が３位、５年目でも医師 548 

が８位、看護師が２位、薬剤師が３位ということで、札幌圏の公立病院のほか 549 

道内の公立病院の中でも給料につきましては、上位に位置している状況でござ 550 

います。 551 

 続きまして、看護助手、調理員の募集の部分の待遇改善についてのご質疑でご 552 

ざいますが、先ほどご指摘のありましたとおりハローワーク、病院ホームペー 553 

ジ等を通しまして看護助手、調理員の募集をしているところですが、なかなか 554 

人材確保につながっていないというのが現状でございます。お隣の砂川市立病 555 

院でも同様に人材の確保に苦慮しているということで伺っております。具体的 556 

な待遇改善という部分ですが、昨年度、嘱託職員の月額報酬につきまして看護 557 

助手が15万6,000円から15万8,000円、2,000円の引き上げ、調理員が14万1,000 558 

円から14万4,000円、3,000円の引き上げ、あと臨時職員につきましても看護助 559 

手が時給920円から930円に、調理員が865円から875円に引き上げを行ったとこ 560 

ろですが、他院と比較しましても報酬の部分では遜色のないものと認識してお 561 

ります。 562 

 最後に、院内保育所の稼働状況につきまして、平成24年４月に入所者５人で開 563 

所をしました院内保育所ですが、本年９月現在で入所者が20人となっておりま 564 

す。昨年の同月と比較しましても２人増加しているところです。保護者の内訳 565 

としましては、医師が１人、正職員の看護師が８人、臨時職員の看護師が５人、 566 

臨時職員の看護助手１人の合わせて15人となっておりまして、医師や看護師の 567 

確保と離職防止、再就職の促進につながっているものと認識しているところで 568 

ございます。 569 

大崎係長 私からは、電気料金並びに重油代について答弁させていただきます。 570 

 電気料につきましては、当院の電気料金は自由化部門での契約となっておりま 571 

して、昨年９月の電気料金の改定によりまして11.4パーセントの値上げとなっ 572 
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ているところです。影響額としましては、平成24年度決算額6,378万円と比較し 573 

ますと551万円増加しているところです。節電対策につきましては、１、デマン 574 

ドの活用、２、室温設定を患者様のいるスペースは26度に、執務室等におきま 575 

しては28度に設定管理を行いました。３、照明の間引き、４、トイレの便座、 576 

温水などの調整を行い効率的な運用を図ったところでございます。その結果と 577 

しまして、年間の使用電力量におきましては24年度の430万7,488キロワットア 578 

ワーに対しまして25年度は428万227キロワットアワーとなり、２万7,261キロワ 579 

ットアワー減少したところです。今後電気料金のさらなる値上げも見込まれて 580 

いることから、引き続き節電対策を進めていきたいと考えております。 581 

 次に、重油代についてですが、当院での重油の使用料につきましては、平成25 582 

年度で年間87万7,822リットル、24年度で年間84万646リットルであり、こちら 583 

のほうは３万7,176リットルの増加となっております。また、料金につきまして 584 

は、平成25年度で8,279万円、平成24年度で7,091万円であり、価格の高騰もあ 585 

り1,188万円の増加となっております。 586 

 建設時の重油ボイラーの選択につきましては、建設当時において検討した中で 587 

適切なものだったと認識しているところです。 588 

澤田課長補佐 私からは、委託料の清掃、管理、雑役に関する質疑についてお答えします。 589 

 清掃、管理、雑役業務は、合計で８件ございます。うち指名競争入札は５件、 590 

随意契約は３件となっております。 591 

それから、同一契約業務で同じ企業が長期間継続ということですが、過去の決 592 

算書等をいろいろと調べましたところ、昭和58年から31年連続で同じ業者にな 593 

っているものがありました。業務としては、電話交換及び宿日直管理業務、そ 594 

れから清掃業務に関するものが長期間同じということになっていました。いず 595 

れもそれぞれの業務内容により財務規則に基づいた手続を経て指名競争入札を 596 

行った結果です。 597 

高林主任主事 私からは、他会計負担金の企業債償還の金額の推移と医療機器の購入、更新の 598 

検討について答弁させていただきます。 599 

 まず、建てかえの企業債償還に対する繰入金の推移ですけれども、元利償還金 600 

の50パーセントが繰入金として繰り入れられております。50パーセントのうち 601 

22.5パーセントは交付税措置され、27.5パーセントは一般会計の負担となって 602 

おります。平成21年度の償還金は506万9,000円となっており、繰入金は253万 603 

5,000円となっております。22年度は6,316万7,000円の償還金となっており、そ 604 

のうち繰入金が3,158万4,000円となっております。23年度の償還金は１億5,229 605 

万5,000円となっており、繰入金は7,614万8,000円となっております。24年度の 606 

償還金は１億6,623万4,000円のうち繰入金は8,311万7,000円となっております。 607 

25年度の償還金は１億6,802万8,000円のうち繰入金は8,401万4,000円となって 608 

おります。 609 

 次に、医療機器の購入、更新、どのような検討をしたのかということですけれ 610 

ども、購入しなかったものを３点ほど挙げさせていただきますと、上部消化管 611 

汎用ビデオスコープ、耳鼻咽喉科医療スコープシステム一式、泌尿器科用レー 612 

ザーバーサパルスセレクトなどが購入の検討に上がりましたけれども、25年度 613 

には更新されませんでした。 614 

田湯部次長 私からは、院内の喫煙防止の関係についてお答えをさせていただきます。 615 

 現状市立病院は施設内禁煙ということで、入院案内、ポスター等で掲示をして 616 
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ご協力をいただいているところです。ただ、施設内禁煙ということで弊害は何 617 

かということですけれども、施設を一歩出た玄関のところで吸うということが 618 

一番今大きな弊害かと考えております。その対策としまして、警備が院外にも 619 

出ていただいて注意をすると。あと、新たにことしは黄色の看板を設置して、 620 

ここでたばこを吸わないでくださいという周知もしているところですが、なか 621 

なか玄関前で喫煙をする方が後を絶たない現状になっておりますので、今敷地 622 

内禁煙についても検討しているところです。 623 

堤 院 長 指定病院の件ですけれども、平成25年度において新規に指定されたのはないと 624 

思います。今年度に１つ、北海道病院協会から地域の支援病院としての指定を 625 

受けました。この正式名称は忘れてしまいましたけれども、士別、赤平等にう 626 

ちから派遣の医師を出しているということで、そういった地域での貢献をして 627 

いるという病院として指定を受けております。また、学術系では、まだこれは 628 

正式決定ではありませんけれども、消化器科学会の教育認定施設としての指定 629 

をとるべく動いているところでして、そういうものは今後医師の確保、例えば 630 

研修医とかの確保にも役立つのではないかと考えております。 631 

大崎係長 私からは、機器のレンタルの関係について答弁をさせていただきます。 632 

 先ほど説明のありました大型機器の購入の中で、予算計上にならなかったもの 633 

として挙げておりました泌尿器科用レーザーに関しましては、平成25年度にレ 634 

ンタルで対応しているところでございます。 635 

鈴木部長 コインロッカーに100円がかかるということに関して、入れかえの要望について 636 

は承知しているところですが、そのときに検討した内容につきましては、今の 637 

ロッカーを改修するということは非常に難しいということで、今のロッカーが 638 

老朽化して更新するときには、そういう対応をしたいと考えています。更新が 639 

どの時点かということはわかりませんが、できるだけ早い時期にそういった対 640 

応をしていきたいと思います。 641 

 最後に、平成25年度の決算において、特別交付税で措置された金額が２億2,700 642 

万7,000円、中身としては精神科病床、小児科の小児医療、追加費用、小児救急、 643 

年金拠出金、公立病院改革プラン、子ども手当、医師派遣、会計制度の改正経 644 

費などが項目として挙げられております。また、普通交付税で措置されました 645 

のが４億8,303万5,000円、これは許可病床数、高等看護学院の運営経費です。 646 

あと、救急医療、救急告示、元利償還金、元利償還金は２種類あり、40パーセ 647 

ント措置されているものと22.5パーセントの措置がされているもの、そういっ 648 

たものの合計が４億8,303万5,000円となっているところです。それ以外に先ほ 649 

ど申し上げましたように一般会計からいただいております改築利息の償還金27.5 650 

パーセント相当分で4,572万9,000円、改築元金償還金の27.5パーセント相当分 651 

で47万9,000円、また一時借入金の利息として実績のあった２万円、高等看護学 652 

院の収支差額分が3,389万3,000円、院内保育所の収支差額分が1,240万3,000円、 653 

今申し上げました５点がいわゆる交付税とは関係のない金額で合計が9,252万 654 

4,000円となっております。その結果の合計から先ほど言いました調整した金額 655 

4,900万円ほどを差し引いた金額が７億5,356万5,000円ということで繰入金とし 656 

て25年度の一般会計からの決算額となっているところです。 657 

清  水 それではまず、１点目ですが、公立病院の中での比較では道内上位ということ 658 

がよくわかりました。では札幌の民間病院との比較はどうかということでお聞 659 

きをしたいと思います。 660 
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 ２点目は、看護助手、調理師などについて確保につながっていない、苦慮して 661 

いるという表現をされた一方で、賃金増についてはこれで十分とは言いません 662 

が、10円、15円あるいは2,000円、3,000円を上げてということの答弁だったの 663 

ですが、要は金額ではないということなのか。つまり金額を幾ら上げても助手 664 

的な範囲でいえば、例えば５パーセント、10パーセント上げても確保が目に見 665 

えてよくなるということではないというような状況があるのかということでお 666 

伺いします。 667 

 ３点目ですが、昭和58年から31年連続して指名競争入札で落札と。これは、い 668 

わゆる識者によりますと適正な競争が行われていないという基準をはるかに過 669 

ぎているのです。識者によると、五、六年より延びるともう適正ではない。31 670 

年ということが適正かどうか、これを調査する必要があるのではないでしょう 671 

か、お伺いをします。 672 

 ４点目、いわゆる繰り入れで高等看護学院の収支差額、院内保育所の収支差額 673 

が主なものだと思うのですが、これが悪いと言っているのではないです。ただ、 674 

それがいつごろからこうなったのか。院内保育所については、最初から何かそ 675 

ういう話があったはずですから、ご答弁は要りません。高等看護学院の差額も 676 

ある時点で決めたということで、いつからということでお伺いします。 677 

鈴木部長 １点目の民間との比較はどうなのかということですが、申しわけないのですが、 678 

民間との比較のデータがないということで、お答えはできないということでご 679 

理解願います。 680 

 ２点目の看護助手、調理師の確保ということで、賃金面から見て、私もいろい 681 

ろな近い業種の求人募集の収入を見ていますが、決してうちの金額が安いとは 682 

思っておりません。ただ、調理師であればいろいろな時間帯で働かなければい 683 

けないとか、看護師助手というのはやはり一般事務と比べてちょっと違う業務 684 

かなという部分で敬遠される部分もあるのかなと思いますが、そういったこと 685 

も踏まえて、全体的にそういう求人に対しての人手不足ということはあるのか 686 

なと思いますので、金額だけをこれからまたさらに上げるということではなく 687 

て、そういったそれ以外の待遇面も含めて確保できるようなことも検討してい 688 

きたいと思います。 689 

 ４点目の繰入金の関係、高等看護学院の収支差額分については、以前は病院の 690 

費用で賄っていたということです。平成20年から21年にそれはおかしいという 691 

ことで、当時の市長がきちんと整理するべきだということで、高等看護学院の 692 

収支差額は一般会計できちんと持つという整理をしていただいたということで 693 

す。 694 

 指名競争入札の関係ですけれども、委員もご存じのとおり、仕様については病 695 

院で検討して、市の指名選考職員会議に諮って、財政課で入札をするという形 696 

をとっております。結果として31年連続になっておりますけれども、調査が必 697 

要かどうかも含めて財政課と協議をしていきたいと思います。 698 

委 員 長 ほかに質疑はございませんか。 699 

（なしの声あり） 700 

委 員 長 ないようですので、質疑の留保はなしと確認してよろしいですか。 701 

（異議なしの声あり） 702 

委 員 長 以上で認定第７号の質疑を終結いたします。 703 

 午後からの国民健康保険特別会計ですが、所管からの説明が15分程度というこ 704 



- 17 - 

 

となので、午前中に説明だけを受けたいと思いますが、よろしいですか。 705 

（異議なしの声あり） 706 

委 員 長 所管の入れかえのため、暫時休憩いたします。 707 

休  憩 １１：３９ 708 

再  開 １１：４４ 709 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開をいたします。 710 

 認定第２号 平成25年度滝川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ 711 

いて 712 

委 員 長 今お手元に資料要求のあった資料を配付しておりますので、これより説明を受 713 

けたいと思います。認定第２号 平成25年度滝川市国民健康保険特別会計歳入 714 

歳出決算の認定について説明を求めます。 715 

田中部次長 （認定第２号を説明する。） 716 

榎木課長 （認定第２号を説明する。） 717 

委 員 長 説明が終わりました。 718 

 質疑は午後からとさせていただきます。 719 

 これより昼食休憩に入ります。再開は午後１時といたします。 720 

休  憩 １１：５９ 721 

再  開 １２：５９ 722 

委 員 長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 723 

 午前中に説明を受けておりますので、これより質疑に入ります。 724 

質疑ございますか。 725 

柴  田 決算書の246ページの10款の諸収入、延滞金及び過料ですが、非常に大きな伸び 726 

を示しているのですが、この主な理由についてお尋ねしたいと思います。 727 

鎌田課長 当初予算に対してという意味合いもあるのかとは思いますけれども、従前もお 728 

答えしていますが、納期限を経過してから納める場合に納税者の皆さんにこれ 729 

を賦課した形で納めていただくというものが延滞金でございますけれども、我々 730 

としては納期限内に全ての納税者の皆さんがお納めいただくよう努力していた 731 

だいているということで考えておりますので、そもそも延滞金の収入というも 732 

のを大きく見込んでいるものではございません。さらに、延びている要因とし 733 

て考えられることは、一部滞納処分に伴う延滞金の徴収の部分があること、そ 734 

れから延滞金が納期限を経過した場合に納める税金には必ずつくということが、 735 

浸透してきている部分があり、あわせてそれに対して我々徴収する側の立場の 736 

者が完全徴収ということを行っているというようなことが要因として考えられ 737 

ると思います。 738 

柴  田 主な理由でよかったのですが、要するに当初予算というのは例年の水準で仮置 739 

きしているので、これがどう動くのかということは相当いろいろな要因が加味 740 

されるということで理解していいですか。 741 

鎌田課長 ご理解いただいているとおりです。 742 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 743 

清  水 それでは、通告してありますので、通告順に従って質疑をしたいと思いますが、 744 

まず総括的にお伺いしたいのですが、決算書の232ページから235ページという 745 

ことで、前年度繰越金289万4,000円が次年度繰り越しで207万円余りと。決算審 746 

査特別委員会参考資料の14ページから17ページでは、保険税収納額が377万6,000 747 

円の減少に対して医療費は7,209万円ほど減少していると。この状況で歳入イコ 748 
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ール歳出だった要因についてお伺いをします。 749 

 保険の資格証について、まず１点目、悪質滞納者の定義について伺います。 750 

 ２点目、資格証の一時解除の基準について伺います。 751 

 ３点目、資格証世帯の18歳以下被保険者への短期証の送付を行っているのかど 752 

うか伺います。 753 

 また、国民皆保険にもかかわらず、無保険者が全国で50から100万人いるとされ 754 

ております。どのような方々が本来国民健康保険に加入しなければならないの 755 

にしていない、できないと考えるか。また、解決への市の役割と国、道の役割 756 

について、次に社会保険からの情報を得ることはできないのか伺います。 757 

 ３点目は、住民票異動で同居する場合に実態として扶養関係にない、扶養でき 758 

ない場合、世帯分離をした場合の保険税についても説明すべきではないのか。 759 

ここでは、金額の見積もりを書面に書いて比較提示するなどについて行ってい 760 

るのかどうか伺います。 761 

 ４点目は、短期証の更新のとめ置きは全てか、それとも納付が進んでいる場合 762 

に期日前郵送するなどをしているのか、受け取りに来たときの対応をどのよう 763 

にしているのか、受け取りに来ない人には何日目に郵送しているのか伺います。 764 

 ５点目は、徴収ですが、預貯金債権差し押さえについて改善がされたのかとい 765 

うことで、特にこれについてはさきの市長答弁で判例等を参酌して行うという 766 

答弁が出ておりましたので、そのとおりの徴収実態に改善されているのかとい 767 

うことで伺います。また、生活保護世帯からの滞納処分徴収への考え方と徴収 768 

実態、学資保険の差し押さえはないのか伺います。 769 

 ６点目、保険料の修正について、確定申告で遡及して減額ができるのか。それ 770 

と、この点について保険料が修正できるということについて、保険料というか、 771 

２割、５割、７割減免のことを言っているのですけれども、ＰＲすべきと考え 772 

るが、どのように考えているのか伺います。 773 

 ７点目、地方税法第717条では、保険税の減免または猶予ができるとしておりま 774 

すが、減免や猶予の実績。また、完納要件について分割納付をしている場合は 775 

完納していないとしているのか、実績について伺います。 776 

 ８点目、非自発的失業者に係る保険料の軽減の実績、該当者、相談のみで非該 777 

当、または軽減の金額について伺います。 778 

 次、医療費について１点目、一部負担金の減免、国民健康保険法第44条の実績、 779 

減免件数、却下件数、金額、該当事由別分類について伺います。 780 

 ２点目として、申請して非該当の事例ではどのようなものがあるのか伺います。 781 

 ３点目として、完納要件は分割納付等による納付誓約を履行している場合を除 782 

くとなっているが、実績として完納していなくても減免された事例はあるのか 783 

伺います。 784 

 ４点目、ポスターなどによる周知強化を検討したのか伺います。 785 

 次に、基金についてですが、基金保有額の最低必要額についてどのような通達 786 

があるのか、またその内容について伺います。 787 

 次に、調整交付金ですが、調整交付金の増額、減額の要因は何か伺います。 788 

 次に、一般会計からの繰り入れについてですが、ルール外の繰り入れは何年度 789 

まで行っていたのか。また道内35市のうち、私の調べでは25市がルール外の独 790 

自の繰り入れをしておりますが、検討はしたのか伺います。 791 

 最後に、特定健診、がん検診の受診率向上に国民健康保険特別会計としてどの 792 
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ような対策をとったのか伺います。 793 

寺嶋課長補佐 一番最初のご質疑ですが、国民健康保険特別会計の収支に係る要因ということ 794 

で、平成24年度の療養給付費負担金の精算による約4,665万5,000円の返還金と 795 

会計検査院の指摘による約1,278万8,000円の返還金、合計約6,000万円の返還金 796 

が生じたことによるものでございます。また、医療費が下がりますと療養給付 797 

費負担金、療養給付費交付金、調整交付金などの歳入が減となる仕組みとなっ 798 

ておりまして、単年度で見ますとそういった制度による増減がございます。ほ 799 

かに制度によっては療養給付費負担金、療養給付費交付金のように次年度で精 800 

算するもの、後期高齢者支援金、介護納付金、前期高齢者交付金など２年後の 801 

精算となるものなどがあり、各制度ともに毎年度数百万円から数千万円の精算 802 

がされているところでございます。さらに、制度によっては１月から12月まで 803 

に行った支出負担行為済みの金額を対象として積算するもの、３カ月の平均を 804 

推計して積算するものなどがございまして、通常の年度とは異なるものもござ 805 

います。そういったものをトータルいたしまして、平成25年度は基金から7,000 806 

万円を取り崩し、今回の決算となったところでございます。 807 

金子係長 私からは、悪質滞納者の定義ということでご質疑がありましたので、これは資 808 

格証の対象の要件ということで、どういった定義づけされているのかと解しま 809 

して、お答えをさせていただきます。 810 

 資格証の発行基準といたしましては、特別な理由がなく納期が過ぎて１年以上 811 

納付がない方、また納付誓約が履行されない方に対してということで基準を定 812 

めてございますけれども、この基準で画一的に資格証の発行をしているわけで 813 

はございません。この基準から複数年次にわたり滞納がある方、さらには特段 814 

の事情もなく納付もしくは納付相談に応じない、さらに申し上げると納付不履 815 

行を繰り返し、こちらで再三の納付催告を繰り返す中でもさらに納付に結びつ 816 

いていない、こういった事例の方に資格証を発行しているということで、手続 817 

をとらせていただいているところです。 818 

橋本主査 資格証の一時解除の基準について、世帯主から医療機関を受診したいが医療費 819 

の一時払いが困難である旨の申し出があった場合には、緊急的な対応としまし 820 

て短期証を交付しています。 821 

 次に、18歳以下被保険者への短期証の送付についてですが、高校生以下の子供 822 

については６カ月間有効の短期証を有効期間内に送付しております。 823 

石原係長 私からは、先ほどの国民皆保険にもかかわらずという部分と、住民票異動で扶 824 

養関係にない場合という２点について、お答えさせていただきます。 825 

 まず、国民皆保険にもかかわらずということですが、保険に加入していないと 826 

いうことは本来国民健康保険法の趣旨からするとない話でございます。他の健 827 

康保険等の資格を喪失した者は14日以内に国保に届け出ることとなっておりま 828 

すが、この届け出をしていない者が結果として無保険の状態になっていると思 829 

われます。現在この無保険者を把握する手段はありませんが、国民健康保険係 830 

と年金係が同じ保険医療課ということで連携をとっておりますので、年金加入 831 

の手続に来た人で国民健康保険の加入手続をしていない人にはその場で手続を 832 

していただくなど無保険者が発生しないよう努めております。 833 

また、２点目は、解決への市の役割と国、道の役割についてですが、この件に 834 

つきましては各保険者にて被保険者資格の適用の適正化に努めることとされて 835 

おります。 836 
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 次の社会保険からの情報を得ることはできないのかという点につきましては、 837 

現在社会保険からの情報は、個人情報の保護を理由に得ることはできません。 838 

 次の住民票異動で同居する場合の世帯分離の関係についてお答えいたします。 839 

国民健康保険税は、被保険者等の方々の届け出により法令等に基づいて賦課を 840 

行っております。窓口では、届け出書の提出の際に、実際の生計は別にしてい 841 

るという申し出があれば、ご指摘のように世帯分離をした場合の保険税額とい 842 

うものを試算して提示しております。今後につきましても、窓口担当者全員が 843 

面談時の聞き取りのレベルを高めていき、より丁寧な説明を心がけてまいりま 844 

す。 845 

橋本主査 短期証の更新のとめ置きは全てかという件についてですが、短期証の更新は原 846 

則窓口となっております。納付が進んでいる方で短期証解除の要件に該当する 847 

場合には、期日前に郵送しております。 848 

 次に、受け取りに来たときの対応についてですが、窓口での更新の際には納税 849 

係と連絡をとりまして、生活状況の把握ができていない方、納税相談で計画さ 850 

れたとおり納付がなされていない方については相談室において納税相談をして 851 

いただき、更新しております。 852 

 次に、受け取りに来ない人への対応についてですが、窓口での更新に来られな 853 

い方には有効期限内に短期証の送付を行っているところでございます。 854 

越前課長補佐 私からは、徴収の部分の３点の質疑に対して、お答えさせていただきます。 855 

 預貯金債権の差し押さえについては、明確な基準はございませんが、従前どお 856 

り差し押さえ前、その後についても著しく生活を困窮させることのないように、 857 

年金や給与等の基準を一つの判断基準の材料といたしまして、預貯金債権の差 858 

し押さえを行っております。 859 

 生活保護世帯の方に対しての部分ですけれども、生活保護世帯の方に対しては 860 

滞納処分の執行停止を行い、督促や催告、また差し押さえ等の滞納処分につい 861 

ては行っておりません。 862 

 次に、学資保険の部分でありますが、過去５年間において学資保険の差し押さ 863 

えについてはございません。 864 

石原係長 保険税の修正について、減免について、非自発的失業者に係る保険税の軽減に 865 

ついての３点について、お答えいたします。 866 

 まず、保険税の修正についてですが、保険税につきましては所得額の変更等の 867 

事由により法令等に基づいて構成されます。そのため所得などにより所得額が 868 

減少した場合につきましても法令等に基づいて保険税額は再計算されることと 869 

なります。また、先ほどの７割、５割、２割軽減についてですが、こちらにつ 870 

きましては未申告者に対し、これまで同様個別で訪問をしたり、通知を行って 871 

おります。今後も引き続きこの個別訪問や徴収担当課の協力を得ながら解消に 872 

努めてまいりたいと考えております。 873 

 次に、保険税の減免についてですが、平成25年度に保険税を減免した件数は53 874 

件となっております。分割納付につきましても完納と同様に取り扱っておりま 875 

す。実績としては６件となっております。 876 

 次に、非自発的失業者に係る保険税の軽減についてお答えいたします。平成25 877 

年度の非自発的失業者軽減の実績は51件となっております。非該当については 878 

ありません。軽減額については、313万6,106円となっております。 879 

寺嶋課長補佐 一部負担金の減免の関係についてお答えいたします。 880 
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 まず、実績と申請して非該当の事例ということでしたけれども、これにつきま 881 

しては、平成25年度は相談がありましたが、申請に至った件数はゼロとなって 882 

おります。 883 

 それと、完納要件の関係ですけれども、完納要件につきましてはございません。 884 

 それから、ポスターなどによる周知強化ということですが、この部分につきま 885 

しては、一部負担金の減免について市の広報で周知しているほか、公式ホーム 886 

ページにも掲載するなどしてＰＲを行っています。医療機関へは、以前は文書 887 

で通知していたこともあったと思いますけれども、今後はそれ以外の方法も含 888 

めて、より効果的な方法がないか検討していきたいと考えております。 889 

 続きまして、基金保有額の最低必要額ということについてお答えいたします。 890 

厚生労働省の指導で基金の保有額は、過去３カ年の保険給付費の平均額の100 891 

分の５となっております。滝川市の場合ですと約１億9,000万円となります。 892 

石原係長 調整交付金の増減の要因についてお答えいたします。 893 

 調整交付金の増額、減額の要因といたしましては、非常にさまざまなものがあ 894 

りますが、最も影響のあるものといたしまして、医療費や高額療養費等の保険 895 

医療費の保険者負担ですが、こちらの増加、減少が一番影響を与えることとな 896 

っております。 897 

寺嶋課長補佐 一般会計からの繰り入れという部分についてお答えいたします。 898 

 滝川市の国民健康保険特別会計が、法定外の繰り入れを行っていたのは平成19 899 

年度までです。一般会計からの法定繰り入れは、基盤安定保険税軽減分、基盤 900 

安定保険者支援分、職員給与費等分、出産育児一時金分、財政安定化支援事業 901 

分と定められており、国からも法定外繰り入れをしないよう指導があり、法定 902 

外繰り入れを行うことは国の特別調整交付金の経営姿勢分にも不利となります。 903 

このことにつきましては、特別会計全体に与える影響が大きいことから、予算 904 

協議で市長部局も確認していると認識しております。 905 

 続きまして、特定健診、がん検診の受診率向上の関係です。特定健診につきま 906 

しては、受診率が伸び悩んでいたため、平成25年度からは受けやすい受診環境 907 

の整備としまして、これまで1,000円だった自己負担額を無料化しました。また、 908 

より魅力ある健診内容にするために検査項目に尿酸とクレアチニンを追加しま 909 

した。さらには、未受診者対策としまして健康づくり課による電話勧奨、受診 910 

率が伸び悩んでいる地区への個別訪問など受診率向上に向け積極的に取り組ん 911 

でおります。そのほか国保としまして、医療機関に対し無料をＰＲするポスタ 912 

ーの掲示依頼を含め、健診の勧奨を依頼するなど協力をお願いしているところ 913 

であります。 914 

 がん検診については、がん対策基本法の第５条で医療保険者の責務として、医 915 

療保険者は国及び地方公共団体が講ずるがんの予防に関する啓発及び知識の普 916 

及、がん検診に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない 917 

と定められております。胃がん、子宮がん、乳がんの検診費用のうち1,000円を 918 

助成しているほか、そのほかのがん検診についても同様の助成を行っていると 919 

ころです。また、市の広報紙のがん検診周知に係る費用も国保の予算で支払う 920 

などがん検診の受診率向上に協力をしているところでございます。 921 

清  水 まず、資料要求でいただいた資格証、短期証についての資料を見ながら、再質 922 

疑をしたいと思いますが、これを見ると資格証については毎年減っていると。 923 

短期証については１割ぐらい減っているということで、資格証が短期証に移動 924 
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したというようなことがかなり進んでいるのかと思うのですが、資格証が大き 925 

く減っている要因について伺います。 926 

 ２点目は、住民票異動の場合のことですが、先ほどのご答弁で、世帯を同一に 927 

した場合、また世帯分離した場合の比較は言わなければ、提示していないと思 928 

うのです。言われれば、当然提示するのだろうと思うのだけれども。ただ一般 929 

的には住民票を異動するときに、最初から世帯分離をする人はいないと思う。 930 

やはり納付書を見て、こんなに高いということを見て、最終的に世帯分離とい 931 

う方法があるということに行き着くと。要するに世帯が一緒になる場合、分離 932 

したらこうですよということを最初から提示をすると。もう相手が説明が要ら 933 

ないと言えば、それはまた別ですけれども、そういう２つの場合について最初 934 

の時点で提示をすることについてお考えを伺いたいと思います。 935 

 ３点目は、短期証のとめ置きですけれども、有効期限内に郵送しているという 936 

ご答弁でしたが、３カ月がほとんどだと思うのですけれども、３カ月のうちど 937 

れぐらい経過した状況で郵送されるのかということをお伺いします。 938 

 ４点目は、徴収について従前どおりということをまず最初に述べられたのは、 939 

恐らく、平成25年３月の第２予算審査特別委員会の市長総括の際に、市長が預 940 

金口座を差し押さえる場合、今後は状況に応じて国税徴収法の差し押さえの基 941 

準、一人10万円プラス扶養世帯に１人当たり４万5,000円を残して差し押さえる 942 

という基準について、判断の一つとして参酌すると。参酌するということは、 943 

ほぼ実行するという意味です。ということから、先ほどの従前どおりというこ 944 

とは参酌するようになったという答弁と受けとめていいのかを伺います。 945 

 それと、５点目、地方税第717条の件ですけれども、これは総額の金額も恐らく 946 

用意されていると思うので、お聞きします。 947 

 ６点目は、一部負担金の減免がゼロというのはいかにも不自然なのです。つま 948 

り保険料の減免と一部負担金の減免は要件がかなり似ているのです。だから、 949 

なぜこういうことが起きるのかというと、恐らく国保税の徴収のときにこれは 950 

減免できるという話をかなりすると思うのです。ところが、一部負担金は誰も 951 

そういう相談をしてくれないから、通り過ぎるということなのだと思いますが、 952 

ゼロということの要因について伺います。 953 

 ７点目、一般会計からの繰り入れについてはいろいろなことが言われました。 954 

結局ルール外の繰り入れをしたら指導があり、不利だと。ところが、道内25市 955 

はそれでも行っているのです。そのうち７市は１人当たり１万円以上行ってい 956 

るのです。これは23年度実績ですけれども。そういう中で本当に言われるよう 957 

な不利益というものが、全国で恐らく、ほとんど６割、７割の市が行っている 958 

中で、そんな不利益があるとはとても考えられないのです。ちょっとその不利 959 

益というものを何か数字的なものでお示しできますか。 960 

金子係長 資格証についてです。毎年減っていって、短期証もというような話がありまし 961 

たが、確かに資格証、短期証は毎年減っております。これは、滞納世帯が順次 962 

解消に向かっているということを含めて、先ほど申し上げたとおり、画一的な 963 

資格証の発行基準の判断をしておりません。ですから、より実態に見合った形 964 

で資格証の発行の判断をしておりますから、その結果資格証も減っております 965 

し、短期証についても滞納世帯に準じて減っていっているというような状況で 966 

ございます。 967 

橋本主査 短期証のとめ置きの関係ですけれども、何世帯減になってから発送しているか 968 
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ということだったのですが、平成25年７月の話になりますけれども、378世帯減 969 

になった後に郵送しております。 970 

石原係長 先ほどの住民票異動に関するものと減免額の金額についてお答えいたします。 971 

 まず、先ほどの住民票異動につきましては、世帯分離という話ですけれども、 972 

世帯を分離する届け出、住民票の届け出の原則ですけれども、生計が別になっ 973 

た世帯には別世帯とすることができると、本人が出してきたものに対して、国 974 

保税安くなるから変えたほうがいいというのは、届け出の話からするとおかし 975 

な話になってしまいますので、あくまでも面談をした上で実際は子供たちと生 976 

計は別にしているとか、そういうような話が出てくるようであれば、世帯分離 977 

という方法もとれますという形で順次説明していきたいと思っております。 978 

 次に、減免額につきまして、減免した金額につきましては194万2,700円となっ 979 

ております。 980 

寺嶋課長補佐 私からは、一部負担金の減免の関係についてと、法定外繰り入れが及ぼす不利 981 

益という部分についてお答えします。 982 

 まず、一部負担金の減免についてですけれども、清水委員のご指摘のとおり周 983 

知不足という部分があるかもしれませんので、先ほど申し上げましたように現 984 

在は市の広報でのＰＲあるいはホームページでの掲載という形でしかありませ 985 

んけれども、今後はそれ以外の方法も含めてより効果的な方法がないか検討し 986 

ていきたいと思っております。 987 

 それと、法定外繰り入れの関係ですけれども、一般会計からの繰出金につきま 988 

しては、国からの通知で法定外の財政援助的な繰り出しを行っている地方公共 989 

団体にあっては、その是正に努めることと通知が出されております。それで、 990 

国民健康保険の都道府県単位化への広域化の中でも、法定外繰り入れの解消は 991 

大きな課題となっているところです。具体的に数字でどういった不利益がある 992 

のかといった部分についてですけれども、国民健康保険の経営姿勢を評価する 993 

国の特別調整交付金というものがございまして、そちらで平成24年度実績で4,600 994 

万円を受け取っております。その中の評価項目につきましては、法定外繰り入 995 

れをしないことといった項目もありますので、こちらが不利益という部分での 996 

数字になります。 997 

越前課長補佐 徴収の部分でございますが、判断基準の重要な一つとして参酌しつつやってお 998 

りますので、ご理解ください。 999 

清  水 ちょっと再質疑の仕方が悪かったのか、短期証をまずとめ置きしますよね。例 1000 

えば４月１日から有効というものについて、６月末まで有効ですよね。いつま 1001 

で来なかったら、仕方がないということで短期証を郵送するのかということを 1002 

お聞きをしましたので、まずその点をお伺いします。 1003 

 それと、最後の繰り入れのことですけれども、これまでも同様の答弁が確かに 1004 

されてはいるのです。では、道内25市はこの特別調整交付金は当たっていない 1005 

ということですか。滝川市が特に4,600万円もらっているということなのか。本 1006 

当にそうなのですか。何を言っているのかというと、資料のもとを示しますが、 1007 

平成21度国民健康保険事業年報というものがあるのです。これはどこで出して 1008 

いるのかわかりませんけれども、それから拾ったものでいうと先ほどのように、 1009 

道内35市中25市が繰り入れているのです。では、その25市は本当に特別調整交 1010 

付金、滝川よりも不利な形でしか受け取っていないのか、明確に何かあるのか。 1011 

もしなければ、何か勝手に縛られているようなことになっているのではないで 1012 
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しょうか。そこについて調査をするお考えについて伺います。 1013 

橋本主査 先ほどの答弁、大変失礼いたしました。とめ置きをどれくらいしているかとい 1014 

うご質疑ですが、短期証を送付させていただいているのは２カ月と約２週間後 1015 

という形になります。 1016 

榎木課長 繰入金と特別調整交付金の関係ですけれども、経営姿勢分の特別調整交付金と 1017 

いうのは、自治体の約３分の１が当たるとなってございます。残りの約３分の 1018 

２の自治体は当たりません。それを算定するのにどれだけ経営に努力をしてい 1019 

るかということで、項目的にははっきり覚えていませんけれども、45から50項 1020 

目ございまして、その各項目についてウエートが決められてございます。その 1021 

中に一般会計繰入金ということが少し重いウエートで入っているという状態で 1022 

ございますので、一般会計繰入金を行っているところでも、ほかにポイントが 1023 

加算されているところであれば、もらえている可能性はあります。 1024 

清  水 最後にしますが、短期証の送付が２カ月と２週間後ということは、結局有効期 1025 

限は２週間しか残らないということですよね。恐らくその方は、10割払わなけ 1026 

ればいけないので、病院に行かないです。こういう方は、いただいた資料で平 1027 

成25年度の563人のうち、何人ぐらいいらっしゃるのですか。 1028 

橋本主査 平成25年７月現在ですと未更新の世帯207世帯という形になります。 1029 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 1030 

（なしの声あり） 1031 

委 員 長 質疑がないようですので、質疑の留保はなしと確認してよろしいですか。 1032 

（異議なしの声あり） 1033 

委 員 長 以上で認定第２号の質疑を終結いたします。 1034 

 所管の入れかえがありますので、暫時休憩いたします。 1035 

休  憩 １３：４３ 1036 

再  開 １３：４７ 1037 

委 員 長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 1038 

 認定第５号 平成25年度滝川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 1039 

ついて 1040 

委 員 長 認定第５号 平成25年度滝川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 1041 

ついて説明を求めます。 1042 

田中部次長 （認定第５号を説明する。） 1043 

委 員 長 説明が終わりました。 1044 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 1045 

清  水 それでは、通告していない分も入れて３点お伺いします。 1046 

 まず、通告していない分ですが、決算書の386ページ、５款１項１目の延滞金が 1047 

調定額ゼロということについて、もちろん滞納がなければゼロですけれども、 1048 

恐らく滞納がありますから、延滞金ゼロの理由について伺います。 1049 

 そして、通告に入りますが、事務概要の58ページで被保険者数は6,443人、北海 1050 

道後期高齢者医療広域連合の一部負担金の減免等に関する取扱要綱では、第２ 1051 

条第１項第１号の災害、第２号の世帯主の死亡、入院、第３号の世帯主の事業 1052 

廃止、失業、第４号の農作物等の冷害等で著しく減少したとき、また、第10条 1053 

第２項で免除の場合は生活保護基準額プラス２万4,600円以下の収入、減額の場 1054 

合は２分の１減額で生活保護基準額よりも２万4,600円を超え４万4,400円以下 1055 

の場合となっております。これに該当する事例は、相当あると思いますが、医 1056 
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療費の一部負担金の減免等の実績について、また実績が少ない場合の要因につ 1057 

いてどのように考えるのか伺います。 1058 

 ２点目は、保険料滞納者数、差し押さえ件数、金額、資格証、短期証の発行数 1059 

について伺います。 1060 

石黒係長 まず１点目、延滞金についてでございますが、現状では保険料本料を優先に徴 1061 

収の強化をしております。ですから、延滞金につきましても本料の納付ぐあい 1062 

等を見ながら、発生している状況であれば当然徴収に取り組んでおります。 1063 

 引き続き、減免制度について申し上げます。まず、実績につきましては、平成 1064 

25年度はゼロ件でございました。さらに、実績の要因に関しましては、６月の 1065 

当初賦課後に被保険者全員の方に対しまして納付書を発送するわけですが、そ 1066 

れとともに制度内容が記載されておりますパンフレットを同封し、周知を図る 1067 

など対応に備えているところでございますが、実績はゼロ件でございました。 1068 

 それから、３点目、保険料の滞納者でございますけれども、平成25年度は滞納 1069 

者数が68人となっております。差し押さえ件数につきましてはゼロ件、金額等 1070 

についてもゼロ円となっております。それから、資格証につきましても交付実 1071 

績がゼロ件、短期証につきましても交付実績がゼロ件となっております。 1072 

清  水 通告しなかった分で、今のご説明は本料をまず優先すると。延滞金の発生とい 1073 

うのは、督促状を送ってから何日目から延滞金が発生するということで、たし 1074 

か40日とか50日ぐらいだったと思うのですが、その日までに本料が納められて 1075 

いるという状況かということをお伺いをします。 1076 

委 員 長 暫時休憩します。 1077 

休  憩 １３：５８ 1078 

再  開 １４：０１ 1079 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 1080 

 それでは、答弁を求めます。 1081 

石黒係長 延滞金のかかる期限等についてですが、本来納付期限が当然過ぎた場合となり 1082 

ますが、納付が納期限を過ぎた期間にそれぞれの延滞金の率を乗じまして延滞 1083 

金が発生をいたします。 1084 

清  水 これは、結局取るべきところを取っていないということだと思うのですけれど 1085 

も、北海道後期高齢者医療広域連合の判断なのか、それとも滝川市の後期高齢 1086 

者医療の判断なのか、そこを伺います。 1087 

榎木課長 延滞金については、各市町村の判断となっています。延滞金については、過去 1088 

に徴収実績がございますけれども、まず後期高齢者の保険料というのは意外と 1089 

低目になりまして、かなり該当する方は少なくなっています。ただ、その中で 1090 

も滞納されている方で金額の大きい方については、延滞金を計算するとかかる 1091 

形になってございます。ただ、延滞金につきましては、延滞金の減免申請がご 1092 

ざいまして、それをいただいて各市町村がその判断で減免するということはで 1093 

きるとなってございます。ただ、申しわけございませんけれども、本市ではそ 1094 

の減免申請という手法をとらず、省略する形の中で減免するという形を行って 1095 

きているところでございます。今後につきましては、延滞金の率が変わりまし 1096 

て、さらに低くなります。 1097 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 1098 

（なしの声あり） 1099 

委 員 長 ないようですので、質疑の留保はなしと確認してよろしいですか。 1100 
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（異議なしの声あり） 1101 

委 員 長 以上で認定第５号の質疑を終結いたします。 1102 

 本日まで２日間質疑を行ってまいりましたが、市長に対する総括質疑への留保 1103 

は公営住宅事業特別会計における一般会計からの繰り入れの考え方についての 1104 

１件と確認してよろしいですか。 1105 

（異議なしの声あり） 1106 

委 員 長 確認いたしました。 1107 

 これより休憩に入りますが、日程を45分繰り上げたいと考えております。これ 1108 

から書類審査を行っていただきます。 1109 

 再開は14時45分としたいと思いますが、よろしいですか。 1110 

（異議なしの声あり） 1111 

委 員 長 暫時休憩いたします。 1112 

休  憩 １４：０４ 1113 

再  開 １４：４５ 1114 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 1115 

 書類審査 1116 

委 員 長 休憩中に書類審査をしていただきましたが、これに対する質疑はございますか。 1117 

（なしの声あり） 1118 

委 員 長 それでは、書類審査の質疑を終結いたします。 1119 

 総括質疑 1120 

委 員 長 これより市長に対する総括質疑を行いますが、審査の過程で特に留保された事 1121 

項に限りますので、ご承知おき願います。 1122 

清  水 それでは、１点質疑を留保いたしましたので、市長に質疑をしたいと思います。 1123 

 公営住宅事業特別会計で、江南団地は築47年にもなるわけですが、これについ 1124 

て最低居住水準を大幅に満たしていない。答弁では大幅にということはござい 1125 

ませんでしたが、私は大幅に満たしていないと理解をしております。一方、平 1126 

成26年１月には公営住宅ストック総合活用計画、また公営住宅等長寿命化計画 1127 

が見直されております。公営住宅事業特別会計だけで、これらの居住水準を満 1128 

たしていないという答弁のように、満たすことができなかった、解決できなか 1129 

ったということであれば、本計画の見直しに一般会計からの繰り入れを行うべ 1130 

きだったのではないでしょうか。お考えを伺いたいと思います。 1131 

委 員 長 答弁の前に１点確認をいたします。今清水委員の発言の中に、大幅に満たして 1132 

いないと考えているのは清水委員で、単純に満たしていないと考えているのが 1133 

所管だというような発言がありましたが、所管としては居住水準は満たしてい 1134 

ないということは考えておりません。それは、昨日の答弁から必要あれば、必 1135 

要な修繕を行ってきたのであって、大幅にとか、そういうこともなし、要する 1136 

に居住水準を満たしていないということは答弁されていません。 1137 

     （「満たしていないって言っていないの」と言う声あり） 1138 

委 員 長 満たしていないとは言っておりません。 1139 

（「わかりました」と言う声あり） 1140 

委 員 長 それは、清水委員のお考えだということをご理解いただいた上で答弁をお願い 1141 

します。 1142 

市  長 それでは、ただいまの清水委員の質疑にお答えさせていただきますが、一般会 1143 

計におきましては、今現在多額の基金を取り崩さなければいけない、予算編成 1144 
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ができない状況でございます。今後におきましても人口減に伴い、税収減や交 1145 

付税減など財政状況の回復の兆しが見えないことは、皆さんにご理解いただけ 1146 

るのではなかろうかと思います。平成26年１月の公営住宅ストック総合活用計 1147 

画の変更時におきましては、浴室のない団地の優先的な建てかえ及び中層耐火 1148 

住宅の公営住宅等長寿命化計画を策定させていただきましたが、一般会計にお 1149 

ける財政運営が厳しい中において、繰出金の増額を行うということは困難であ 1150 

ると判断しております。建てかえに関しましては、まだ期間がある住宅もござ 1151 

いますけれども、建てかえまでの間、公営住宅ストック総合活用計画に基づき、 1152 

維持補修を実施して対応していきたいと考えておりますので、ご理解とご協力 1153 

をお願い申し上げたいと思います。 1154 

清  水 まず、所管は最低居住水準を満たしているというご答弁でした。しかし、私は 1155 

大幅に満たしていないと考えるわけですが、公営住宅等長寿命化計画の18ペー 1156 

ジには、簡易耐火低層住宅団地の建てかえまでの維持管理ということで、これ 1157 

らについては建てかえまでの期間、維持管理しながら使用していただくことと 1158 

なります。ほとんどの住棟が耐用年数を超過しており、老朽化に伴う構造の安 1159 

全性など、毎年定期的に点検を実施し計画的に実施している一般修繕とともに、 1160 

建てかえまでの期間を適切に維持管理してまいりますとされておりますが、浴 1161 

室がない。また、今回サッシを木製のものからアルミサッシにかえましたが、 1162 

一枚ガラスです。なぜ一枚ガラスにしたかというと、ここだけ二枚ガラスにし 1163 

ても、ほかの断熱性が悪いので、意味がないと。それぐらい断熱性が悪いので 1164 

す。そして、内装については床の張りかえ、あるいは壁や天井のクロスの張り 1165 

かえも恐らくこの47年間、続けて入居されている方については、一度もされて 1166 

いないと思います。まず、こういったことが適切に維持管理してきたと考える 1167 

こと自体が、私は間違っていると思いますが、市長は所管と同じように最低基 1168 

準を満たしているとお思いでしょうか。 1169 

市  長 これまでの答弁の中でも申し上げたとおり、要請があった場合適宜補修、修繕 1170 

を行っているということでございますので、水準を満たしていると考えており 1171 

ます。 1172 

清  水 今のままでいくと、58年間床の張りかえはなし、壁も天井もクロスの張りかえ 1173 

もなし、こういうことが続くわけです。それをやろうとすると、予算がかかる 1174 

からできないという答弁もされておりました。公営住宅として58年間も、そう 1175 

いったことでは、やはり大きな問題だと思います。 1176 

 そこで、なぜ所管ができないのかというと、一般会計からの繰り入れがないと。 1177 

そうなると、特別会計の中だけでやるしかないのです。そうすると、特別会計 1178 

上の名称でいうと市営住宅管理費ということで、いわゆる修繕関係です。これ 1179 

が１億5,800万円の決算ですが、私の調べでは平成11年の決算額が１億7,000万 1180 

円を超える状態でした。何を言いたいのかというと、古い住宅がふえているに 1181 

もかかわらず、これが減っている。本来なら、直したいところをお金がないの 1182 

で直せないということです。ですから、滝川市の行政としてどうしてもお金が 1183 

ないからできないことについては、やはり一般会計から繰り入れるということ 1184 

が、普通のことだと思うのです。ただ、その際に市長が言われたことは、一般 1185 

会計は非常に厳しいということを言われました。しかし、市長は１億6,000万円 1186 

かかる給食費の段階的無償化を含め、本当に１億円以上の新たな一般財源を使 1187 

う事業をやろうとされているわけです。そういう中で、例えば500万円も公営住 1188 
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宅事業特別会計に出せないのかと。100万円も出せないのか、びた一文も出さな 1189 

いのかということを私は市長にお伺いしたいと思います。 1190 

委 員 長 出せないのかというより出せなかったと、平成25年度に判断したのかというこ 1191 

とでいいですね。 1192 

清  水 はい。 1193 

市  長 ただいまのご質疑でございますけれども、平成11年の補修費と現在を比べられ 1194 

てのお話でございますけれども、今所管のほうから聞きますと、新しいものを 1195 

建てかえているところで、そちらの費用は増加しているけれども、修繕のほう 1196 

はそれだけ減っているので、補修をしないで減っているということではないと 1197 

いうことを、私からも改めてお答えをさせていただきたいと思います。 1198 

 そして、ただいまのお話でございますけれども、１億6,000万円の給食費を無料 1199 

化しようとしているとおっしゃいましたけれども、それについては公約いたし 1200 

ました。それを目指しておりましたけれども、現段階では今の滝川市の一般会 1201 

計では厳しいだろうということで、先送りをさせていただいております。それ 1202 

は、議会でもおわびをさせていただいているところでございますけれども、そ 1203 

ういった先送りしている段階でございますので、本当に一般会計は厳しいとい 1204 

う認識を持っております。そういう意味では、500万円も100万円もというお話 1205 

でしたが、100万円でも貴重な皆さんの税金でございます。それをそう軽々しく 1206 

出しますということはお答えできません。そしてまた、これからの予算編成の 1207 

中において、そういうご意見もあったということは考えておきますけれども、 1208 

平成30年度には、公営住宅ストック総合活用計画の見直しも予定しているわけ 1209 

でございますので、それに向けていろいろとまた計画等を進めていきたいと思 1210 

っております。今回の事案を含んだ議論をその場、その場ではきちんと行って 1211 

いきたいと思いますが、100万円がいいだろう、１億円がいいだろうということ 1212 

では考えておりません。 1213 

清  水 特別会計の最大の収入は家賃収入です。これが調定額で３億2,000万円、収入済 1214 

額で３億1,000万円強と。このほかに、維持管理費に使えるのは旧補助金、家賃 1215 

への補助等です。これが一般財源化した5,100万円と言われておりますが、この 1216 

繰り入れ分だけです。ただ、こういう中で、今建設費が非常に高騰しておりま 1217 

して、１戸当たり250万円、今回30戸の東町団地の第２期工事を実施するのに 1218 

7,500万円。そうすると、補助率を仮に50パーセントとしても3,750万円を負担 1219 

するということになるわけです。ここも負担をする場所、歳入がないのです。 1220 

今の高騰は予期していませんから、せめて高騰分ぐらいは一般会計から繰り入 1221 

れると。例えばこれは20年償還であればというようなことを公営住宅ストック 1222 

総合活用計画の見直しのときに考えとして入れるべきだったのではないでしょ 1223 

うか。 1224 

市  長 するべきだったということでございますけれども、そのことは検討したけれど 1225 

もできないということで、平成30年度で行うとしたわけでございますので、そ 1226 

こに向けていろいろと逐次検討していきたいと思っておりますし、これは決算 1227 

でございますので、このような決算を出したということで、それは清水委員の 1228 

ご意見として伺っておきたいと思います。 1229 

委 員 長 以上をもちまして市長に対する総括質疑を終了し、全ての質疑を終結をいたし 1230 

ます。 1231 

 討論 1232 
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委 員 長 これより討論に入ります。 1233 

 討論順序につきましては、初日に決定しておりますとおり、市民クラブ、新政 1234 

会、公明党、清水委員の順となります。 1235 

 最初に、市民クラブ、山本委員。 1236 

山  本 私は、市民クラブを代表して第２決算審査特別委員会に付託されました認定第 1237 

２号から第７号の６件について、認定を可とする立場で討論をいたします。 1238 

 初めに、厳しい財政状況が続いておりますが、市民ニーズに応えながらも経費 1239 

節減を図り、効率的な行政運営に努められた市理事者、職員の皆様に敬意を表 1240 

します。 1241 

 以下、若干の意見を付して討論といたします。 1242 

 国民健康保険特別会計については、さらなる収納率向上に努め、健全運営に努 1243 

めていただきたい。 1244 

 公営住宅事業特別会計について、財政的に厳しい中でも健全運営に努め、老朽 1245 

化対策で順次建てかえ事業が進められていることを評価いたします。今後も耐 1246 

用年数が過ぎた住宅の早期の建てかえに努力願いたい。 1247 

 介護保険特別会計について、高齢化が加速的に進む中で、介護認定の漏れがな 1248 

いように市民への周知や訪問調査を今後も進めていただきたい。また、在宅介 1249 

護の推進を図り、健全運営に努力されたい。 1250 

 後期高齢者医療特別会計について、医療費抑制のために高齢者の健康講座開催 1251 

に努め、今後も健全運営を図っていただきたい。 1252 

 下水道事業会計について、全て完成していない中、既に相当の年数を経過して 1253 

いるところもあるが、今後の老朽化対策、更新を考慮して計画的な健全運営を 1254 

していただきたい。 1255 

 病院事業会計について、今後の人口減少が予想される中、来院者の確保に努力 1256 

され、健全運営を図っていただきたい。 1257 

 以上、討論といたします。 1258 

委 員 長 次に、新政会、坂井委員。 1259 

坂  井 私は、新政会を代表いたしまして、第２決算審査特別委員会に付託されました 1260 

平成25年度決算認定第２号から第７号までの計６件につきまして、若干の意見 1261 

を付して認定を可とする立場で討論をいたします。 1262 

 国民健康保険特別会計。安定的な運営が図られていることに敬意を表します。 1263 

不納欠損、収入未済額のさらなる減少に努められたい。 1264 

 公営住宅事業特別会計。不納欠損額の減少については評価いたしますが、今後 1265 

収入未済額の減少にも努めるよう求めます。また、今後の公営住宅設計におい 1266 

て自然エネルギーやＬＥＤなど創エネ、省エネの導入を積極的に図られたい。 1267 

介護保険特別会計。利用者に対して制度のさまざまな事業に対する一層の周知 1268 

を図っていただきつつ、さらなる親切、丁寧な説明を求めます。また、利用者 1269 

の立場に立った制度の充実を図られたい。 1270 

 後期高齢者医療特別会計。市民の高齢者福祉向上のため、広域連合と連携をさ 1271 

らに深め、疾病予防対策の健康診査100パーセント達成に努力されたい。 1272 

 下水道事業会計。設備の長寿命化を推進すべく、日々の点検、調査を確実に進 1273 

めていただくとともに、想定される設備の更新に備え、安定的な運営と資金の 1274 

内部留保に努められたい。 1275 

 病院事業会計。土、日、祝日の入院、治療費の収納体制の改善を図られたい。 1276 
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また、医師、看護師、技師の確保及び高等看護学院の卒業生の市立病院への就 1277 

職数の向上にさらなる努力を求めます。 1278 

 以上です。 1279 

委 員 長 次に、公明党、三上委員。 1280 

三  上 公明党を代表し、第２決算審査特別委員会に付託されました認定第２号から認 1281 

定第７号までの全てを賛成の立場で討論いたします。 1282 

 政治の安定により日本の再生、景気回復への道をたどった平成25年度でしたが、 1283 

地方の再生についてはまだまだとの感が否めない中、平成25年度の決算につき 1284 

ましては理事者、職員の皆さんの努力を高く評価させていただきます。 1285 

 以下、若干の意見を付して討論とさせていただきます。 1286 

 １、国民健康保険特別会計。特定健康診査のさらなる受診率向上に努めていた 1287 

だきたい。 1288 

 ２、公営住宅事業特別会計。市営住宅建てかえによる政策空き家の増加の中で 1289 

も入居需要に最大限応えるよう努めていただきたい。 1290 

 ３、介護保険特別会計。認知症高齢者の介護認定の迅速化と家族の介護負担の 1291 

相談体制の充実を今まで以上に図っていただきたい。 1292 

 ４、後期高齢者医療特別会計。引き続き予防医療に努めていただきたい。 1293 

 ５、下水道事業会計。居所不明による不納欠損を削減するよう努めていただき 1294 

たい。 1295 

 ６、病院事業会計。今後においても医師、看護師の確保とともに、安定経営に 1296 

今後も努めていただきたい。 1297 

 以上、討論とさせていただきます。 1298 

委 員 長 最後に、清水委員。 1299 

清  水 日本共産党の清水雅人です。私は、認定第２号、国民健康保険特別会計を否と 1300 

する立場で、またその他の認定第３号から第７号の各会計を可とする立場で討 1301 

論を行います。 1302 

 まず初めに、市民の健康と安全、生活を支えるため、無駄を省き、職員の安定 1303 

的確保などに努められている理事者、職員の皆様に敬意を表します。 1304 

 認定第２号、国民健康保険特別会計。非正規労働者など社会保険に入れない低 1305 

所得者の市民にとって国民健康保険税ほど厳しいものはありません。私も病院 1306 

に行けずに分割払いを優先する人を何人も見てきました。国民皆保険とはとて 1307 

も言えません。 1308 

 そこで、以下の点を求めます。第１は、減免制度を使える制度にすることです。 1309 

地方税法第717条に基づく保険料減免はある程度使われておりますが、第44条に 1310 

よる一部負担金減免は実績１件であり、市としても周知しているが、活用でき 1311 

るよう対策を強化すると述べられました。推移を見守ります。第２は、保険料 1312 

の減免は窓口に来たときに全て終えるぐらいの業務に転換することです。転入 1313 

して世帯分離するか、同一にするかで数万円以上の差が出ることは明らかなの 1314 

です。納付書が届いてから相談を受けても、課税額を遡及して引き下げること 1315 

はできません。転居時には、低所得に限るなど住民基本台帳法に抵触しない範 1316 

囲で両方の場合の見積もりを紙面で行うことを求めます。第３は、徴税です。 1317 

答弁で年金給与差し押さえの基準を判断の一つとして参酌するという市長答弁 1318 

どおりに行われているとのことであり、評価します。 1319 

 しかし、以上をもって会計に反対するわけではありません。反対の第１は、資 1320 
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格証明書についてです。画一的な実施をやめたことで、５年間で半分以下の46 1321 

件に減少したことは評価しますが、そもそも受診抑制になることは全国で証明 1322 

されており、発行すべきではありません。第２は、短期被保険者証についてで 1323 

す。窓口にとりに来なければ、有効期限３カ月のうち２週間しか使えない世帯 1324 

が207世帯もあることは大問題です。新たな資格証明書と言っても過言ではあり 1325 

ません。第３は、特別会計に対するルール外の一般会計からの繰り入れについ 1326 

てです。答弁では、道内の３分の２の市町村が、特別調整交付金が交付されな 1327 

いほどペナルティーが強く、50項目ある指導をクリアしたため、25年度に滝川 1328 

市は4,600万円交付されたと述べられました。しかし、35市中25市が平成21年度 1329 

にルール外の繰り出しを実施したことから、特別調整交付金の額と直接な関係 1330 

はない可能性もわかりました。これについては調査を求めます。平成25年度も 1331 

基金を7,000万円取り崩し、基金残高は２億1,430万円になっています。一人当 1332 

たり医療費が増加していることから、今後も取り崩しは避けられません。しか 1333 

し、そもそも滞納者が多い原因は高過ぎる保険料です。被保険者にとっては、 1334 

一般会計からの繰り入れを行って、保険料引き下げを行うべき緊急性がある事 1335 

態になっていると考えます。ところが、繰り入れについての考えが全くなかっ 1336 

た決算は認定できません。 1337 

 認定第３号、公営住宅事業特別会計。この会計の最大唯一とも言える問題点は、 1338 

築47年にもなる江南団地を最低居住水準を満たしていない住宅と認識していな 1339 

いこと。そして、建てかえを11年後から始めるなど、特別会計だけでやり通そ 1340 

うという方針です。一般会計からの独自繰り入れはゼロです。しかし、最低基 1341 

準を満たす努力義務が市にはあるはずです。そこで、緊急に江南団地対策を求 1342 

めます。まず、一般会計から一定額を繰り入れ、江南団地の床の張りかえ、内 1343 

壁、天井のクロス張りかえなど内装を更新することを求めます。また、農村環 1344 

境改善センターの浴室を週３回利用できるようにすることを求めます。これら 1345 

は、多くの議員が求めていることでもあります。また、最大の問題点である一 1346 

般会計からの繰り入れでは、資材と人件費上昇で住宅建てかえの単価が１戸当 1347 

たり250万円、30戸で7,500万円も急上昇しています。15年前と比較すると家賃 1348 

収入は数百万円しか減少しておらず、建設費と公債費の関係も大きく変わりま 1349 

せん。この方針の結果、58年間も建てかえも大規模改修もされないという計画 1350 

です。市長は、平成30年の計画見直しに私の述べたことを意見として伺ったと 1351 

は述べました。また、市長の答弁の中では公約としていた学校給食費の段階的 1352 

引き下げはできないほど苦しい一般会計の状況が述べられましたが、少ない一 1353 

般財源ではありますが、幾つかの特別会計への繰り入れに回すことの検討を求 1354 

めます。 1355 

 認定第４号、介護保険特別会計。保険事業勘定は、4,000万円の黒字となりまし 1356 

た。一方、保険料は第５段階で月額4,460円と前期より685円上がりました。道 1357 

内35市でほぼ真ん中の19位とはいえ、年当たり8,220円アップは65歳以上の世帯 1358 

を直撃しました。その点で以下のことを指摘するものです。第１は、被保険者 1359 

１万3,641人の４割を占める道市民税非課税者を初めとして、お金がなくて介護 1360 

が受けられない人を出さない対策です。しかし、保険料の減免制度が２つある 1361 

のに境界層減免は実績が１人、収入から医療と介護利用料を差し引いて前年の 1362 

７割以下になる場合の減免制度は、介護保険制度が始まって以来14年間一人の 1363 

該当者もいない実態を重く見て、介護支援員に情報提供するなど申請がふえる 1364 
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実効ある対策を求めます。第２は、利用料の減免です。これも市公式ホームペ 1365 

ージに掲載の制度７番の境界層減免が使われたことがないということで、同様 1366 

の対策を求めます。第３は、障がい者控除対象者認定の申請がふえるように対 1367 

策を求めます。第４は、包括支援、訪問調査、介護認定などの業務にかかわる 1368 

職員の確保です。特に11名の嘱託職員は、月額25万円以下で暮らされています 1369 

が、嘱託職員の安定確保が難しい実態から給料アップなどの検討を求めます。 1370 

第５は、地域支援事業の介護用品支給事業を初め、介護保険で漏れている給付 1371 

の強化は市民が強く求めています。この関係の位置づけ強化を求めます。 1372 

 認定第５号、後期高齢者医療特別会計。医療費一部負担金の減免制度について 1373 

は、国民健康保険特別会計と同様の対策を求めます。 1374 

 認定第６号、下水道事業会計。収益的収支は毎年4,000万円程度の黒字となり、 1375 

それを減債基金に積み立てています。長期負債は、固定負債借入資本金の合計 1376 

が103億3,734万円であり、平成21年度134億円台から４年間に平均で毎年７億 1377 

8,000万円ずつ減少しています。さらに、今後については平成30年度に62億3,400 1378 

万円になるとし、毎年８億2,000万円ずつ減少する見込みが資料で示されました。 1379 

また、現金保有残高が25年度決算では１億7,829万円ですが、平成29年度には 1380 

6,600万円まで減少し、その後はふえ続ける見込みを示されました。以上を踏ま 1381 

え２点を指摘するものです。第１は、今後の現金保有残高が不足する見通しに 1382 

なったとしても、全国でも高い下水道料金を上げてはならないことです。一般 1383 

会計で支えることを基本に据えるべきです。第２は、総延長455キロメートルの 1384 

管渠の交換の時期の目安である50年に入りつつありますが、１キロメートルの 1385 

交換に9,500万円かかるのですから、管の劣化調査費には十分に予算をつけ、漏 1386 

水による事故を避けるとともに、可能な限り今後の投資額を減らす対応を求め 1387 

ます。 1388 

 認定第７号、病院事業会計。現金残高は、計画を４億円以上上回るなど安定し 1389 

た経営が行われております。最大の要因は、医師数の維持と７対１看護の維持 1390 

です。今後も、医療技術者を初めとした職員の安定確保、質の向上のためさま 1391 

ざまな待遇改善、例えば医療機器の充実など質の向上と交代勤務などワークラ 1392 

イフバランスの改善に努めていただきたい。しかし、給与が根本的に低い看護 1393 

助手、調理師などの嘱託、臨時職員については、時間給1,000円など思い切った 1394 

改善で優秀な職員確保を求めます。問題点としては、電話交換、宿日直、清掃 1395 

で、昭和58年以来31年連続で指名競争入札を同一業者が落札していることは、 1396 

識者が明らかに談合などを疑うべきとしている状況になっていると考えますの 1397 

で、徹底した改善を求めます。 1398 

 以上です。 1399 

委 員 長 以上で、討論を終結いたします。 1400 

 討論要旨につきましては、９月26日までに事務局に提出をお願いいたします。 1401 

 採決 1402 

委 員 長 これより採決を行います。 1403 

 先に反対討論のございました認定第２号 平成25年度滝川市国民健康保険特別 1404 

会計歳入歳出決算の認定についてを挙手により採決をいたします。 1405 

 本認定を可とすべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。 1406 

（挙手多数） 1407 

委 員 長 挙手多数であります。 1408 
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 よって、認定第２号は可とすべきものと決しました。 1409 

 次に、残りの 1410 

 認定第３号 平成25年度滝川市公営住宅事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 1411 

いて 1412 

 認定第４号 平成25度滝川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 1413 

 認定第５号 平成25年度滝川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 1414 

ついて 1415 

 認定第６号 平成25年度滝川市下水道事業会計決算の認定について 1416 

 認定第７号 平成25年度滝川市病院事業会計決算の認定について 1417 

 の５件を一括採決いたします。 1418 

 本認定をいずれも可とすべきものと決することに異議ございませんか。 1419 

（異議なしの声あり） 1420 

委 員 長 異議なしと認めます。 1421 

 よって、本認定はいずれも可とすべきものと決しました。 1422 

 お諮りをいたします。委員長報告につきましては、正副委員長にご一任願えま 1423 

すか。 1424 

（異議なしの声あり） 1425 

委 員 長 そのように決定をさせていただきます。 1426 

 以上で、本委員会に付託されました事件の審査は全て終了いたしました。 1427 

 挨拶 1428 

委 員 長 この場合、市長から発言の申し出がございますので、これを許したいと思いま 1429 

す。 1430 

市  長 それでは、本委員会閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げる次第でござい 1431 

ます。 1432 

 荒木委員長、そして山口副委員長を初め第２決算審査特別委員会委員各位にお 1433 

かれましては、本日まで各会計決算につきまして精力的、そして慎重に審査を 1434 

いただきましてまことにありがとうございました。また、ただいま可としてご 1435 

認定いただいたことにもあわせて感謝申し上げる次第でございます。 1436 

 附帯された意見等慎重に参考にしながら、そしてまた今委員会で質疑された事 1437 

項等をよくかみしめながら、これからの業務等執行、そして事業の執行に当た 1438 

る所存でございますので、今後ともよろしくお願い申し上げたいと思います。 1439 

 以上、お礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 1440 

委 員 長 ２日間にわたり大変ご苦労さまでございました。一部委員会の運営に不備、混 1441 

乱があったことをおわび申し上げます。各委員の皆様には、活発な質疑をいた 1442 

だきましたし、また市理事者を初めとする職員の皆様には真摯な答弁をいただ 1443 

いたことに心から感謝を申し上げます。２日間にわたりご協力ありがとうござ 1444 

いました。 1445 

 以上をもちまして、第２決算審査特別委員会を閉会いたします。大変ご苦労さ 1446 

までした。 1447 

閉  会 １５：２２ 1448 


